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１．事業概要

（１）目的
恩納村の観光において、マリンレジャーは重要コンテンツの一つであるが、利用者が集中する真栄田岬

は許容量を超える利用者が訪れることによる環境負荷（サンゴ礁の減少、自然生物への悪影響）やオー
バーツーリズムによる地域への負荷（違法駐車、交通渋滞、維持管理コストの増加等）、安全面の問題
（事故等の増加、リスクの増大）等の弊害が懸念されている。

持続可能な観光地域づくりを実現するためには、地域のあるべき姿をイメージし、地域の実情に応じた
具体策を講じる必要がある。

令和３年度に内閣府沖縄総合事務局運輸部が実施した実証事業を基に、真栄田岬における課題解決及び
持続可能で高付加価値な海洋観光を促進し、恩納村SDGs推進計画と合致した「持続可能な観光」の実現
を図るため、地域の多様な関係者による協議会を開催し、具体的な方策について検討を行う。

（２）懸念事項
現在顕在化している懸念事項

関係者等への事前ヒアリング、過年度実証事業等によって見えてきた問題

環境負荷の増大 生活環境への悪影響 安全性の低下

当該エリアでの、許容量を超
える利用者の増大によって、
生態系への悪影響が発生して
いる。特に、サンゴ礁や生物
への影響は大きな問題となっ
ている

当該エリア周辺へのアクセス
が増大し、交通渋滞、違法駐
車、騒音、ゴミのポイ捨てな
ど、住民にとって過大な負荷
やストレスが発生している

当該エリアにおいて「低単価
×大人数×高回転率」によっ
て売上拡大を図る、 モラルの
低い事業者によって、溺水事
故が増加し、死亡事故（年２
～６件）が毎年発生している

課題解決策の導出と合意形成
（３）本事業で達成したい目標（令和6年度）

①利用の在り方 ②オーバーツーリズム対策 ③合意形成の手法

真栄田岬周辺地域及び海洋エリア
の利用の在り方について、多様な
関係者による協議会の開催を通じ、
方向性を明確にするとともに、次
年度の具体的なアクションについ
て検討する
⇒アクションプランを明確にする

恩納村第６次総合計画、第２
次SDGs推進計画の実現に向け
て、将来を見据えた恩納村全
体のオーバーツーリズム対策
の在り方について導出する
⇒制度や仕組み等の検討及び
意識啓発も含めた機運の醸成
や情報発信など

協議会構成員のみならず、行
政、地域団体、議員、住民、
村内外の事業関係者、観光客
等、幅広い多様な関係者の合
意形成を図るための手法につ
いて検討する
⇒仕組み化

（４）本事業の基本方針（コンセプト）
①多様な関係者の共通認識を図る

恩納村の各種計画及び真栄田岬の現状や課題等について、きめ細かな情報提供を行い、多様な関係者の
共通認識を図り議論を進める

②次年度以降の具体的なアクションを導出するための議論

過年度実証事業や先進事例等をふまえ、世界の潮流や国内の動向などをふまえた解決策について検討し、
具体的なアクションへつなげる
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１．事業概要

（５）事業の全体像

①関係者への周知・説明 ②事前調査 ③協議会資料作成

・多様な関係者への周知と事前説明
・過年度調査などの情報を整理し提供
・参加しやすい環境の整備
・事業説明会
・セミナー

・過年度実証事業を補完する調査の実施
・現状の実態を把握
・多様な関係者から意見を聴取
（特に地域住民や事業者）

・事前調査の結果を取りまとめ
・過年度実証事業の内容を整理
・他地域等の先進事例調査
・検討が想定される制度、仕組み等の

調査
・論点の整理と絞り込み

協議会の開催（全３回）

第１回（９月下旬） 第２回（１０月下旬） 第３回（１１月下旬）

（主な議題）
・協議会開催要旨説明
・事業概要
・過年度実証事業共有
・検討方法について
・意見交換

（主な議題）
・課題解決策（事務局案）の提示

①各種制度、仕組みについて
②他地域先進事例等の共有
③実現に向けた方策について

・意見交換

（主な議題）
・課題解決策（修正案）の提示
・次年度取り組み内容について
・意見交換

報告書のとりまとめ

・協議会の検討結果をまとめ、次年度の取り組みに向けた事業計画を整理する
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１．事業概要

（１）自然を愛し、人と自然が共生する美しい村
（２）人間を尊び、互いを支え合う心豊かで共生の村
（３）子どもたちの伸びゆく力を育て、活力ある村
（４）心も体も健康で、安心して暮らせる村
（５）魅力あふれる活力のある元気な村

①恩納村第6次総合計画（恩納村第2期総合戦略）

■基本理念

恩の青 豊かな緑 輝く人々 未来へつなごう恩納村
■将来像

■基本目標（一部抜粋）
４【産業・経済】恩納ブランドをいかした活力と魅力ある産業の村

4-2 水産業の振興 ・里海と漁業環境の保全・再生
4-4 観光業の振興 ・地域資源の保全と活用の観光振興

５【環境】・美しい自然と調和した潤いのある村
5-1 自然環境の保全・創出 ・海域生態系の保全と創出・陸域環境の保全と創出・景観の保全と創出
5-2 生活環境の保全・創出 ・循環型社会の構築・公害対策の充実・環境衛生の向上

（６）参照する各種計画及び取組み等

期間等タイトル

令和５年度（２０２３）～令和１４年度（２０３２）まで
①恩納村第6次総合計画（恩納村第2期総合戦
略）

令和４年度（２０２２）～令和６年度（２０２４）まで②恩納村第２期SDGs未来都市計画

令和３年度（２０２２）
内閣府 沖縄総合事務局 運輸部

③環境に配慮したマリンレジャー等の自然
フィールド利活用に係る持続可能で高付加価値
な海洋観光の推進に向けた実証事業
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１．事業概要

②恩納村第２期SDGs未来都市計画

■自治体ＳＤＧｓの推進に資する取組
②多様なステークホルダーと連携したサステナブ
ルツーリズムの実現

①サンゴを中心とした豊かな自然あふれる社会
の実現

【取り組みの概要】
サンゴの保護・再生や、こうした活動への企業参
画の促進及び財源の確保、さらに村民の生活の中
に環境への配慮が根付くような啓発活動を行って
いくことにより、サンゴを中心とした豊かな自然
あふれる社会を実現する。

【取り組みの概要】
観光・消費活動が環境保全に繋がる仕組みの導入、
自然環境負荷の小さな観光スタイル
の創出や観光客への啓蒙を行い、 恩納村 の観光の
高付加価値化・ブランディングにつながる
ような有機的なつながりを構築する。

① サンゴにやさしいライフスタイル
② 世界水準のスマート・エコリゾート
③ ネイティブが活躍するむら

②恩納村第２期SDGs未来都市計画

■2030年のあるべき姿

■2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール、ターゲット

行政がサンゴ保全を図るだけでなく、サンゴを傷つけない、環境に優しい商品を購入する、省エネを
心がける、自然環境について学ぶ、自然の中で遊ぶ等、サンゴに優しいライフスタイルの村民への普
及を図り、村民の生活と豊かな自然が共存していくように啓発活動を行う。また、観光振興への取り
組みを進めるとともに、（仮称）環境税（ 持続的なむらづくり推進 税）や Green Fins （後述 の導
入などを行い、サンゴを始めとした自然環境の 保全 を図る。

（環境）

（取り組みのゴール※抜粋）

（６）参照する各種計画及び取組み等
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１．事業概要

③環境に配慮したマリンレジャー等の自然フィールド利活用に係る持続可能
で高付加価値な海洋観光の推進に向けた実証事業

■目的と概要
【業務の目的】 ※一部抜粋
マリンレジャー等による環境や地域への負荷の抑制や安全性向上を図ること等により、持続可能で高付加価値な海洋
観光を推進していく

【事業の概要】
恩納村真栄田岬を拠点に、マリンレジャーの持続可能で高付加価値な海洋観光の促進に向けて海域利用の一部制限等の実
証を行った。

出典：環境に配慮したマリンレジャー等の自然フィー
ルド利活用に係る持続可能で高付加価値な海洋観光の
推進に向けた実証事業報告書

③環境に配慮したマリンレジャー等の自然フィールド利活用に係る持続可能
で高付加価値な海洋観光の推進に向けた実証事業

■実証事業におけるアウトプット（協議会等による検討結果）

【真栄田岬周辺エリアにおける複数の課題に対し多角的な課題解決策を検討】

出典：環境に配慮したマリンレジャー等の自然フィールド利活用に係る持続可能で高付加価値な海洋観光の推進に向けた実証事業報告書

（６）参照する各種計画及び取組み等

8



２．真栄田岬周辺地域における現状と課題
（１）真栄田岬の概要

沖縄本島の中部西海岸に位置しており、周辺の海岸域一帯（沖縄県国頭郡恩納村山田区～真栄
田区）は沖縄海岸国定公園に含まれる。
年間利用者数30万人以上（琉球新報2020.4.26）と国内随一のダイビングサイトとして知られる。
ピーク時には、１日当たりの利用者数は7,000名以上と推定され、観光スポットとしての人気・知名

度は沖縄県随一であるが、 観光客を惹きつけるサンゴ礁をはじめとした生態系や自然景
観、周辺地域への悪影響が発生しており「オーバーツーリズ ム」が問題となっている。

0 300m

出典）国土地理院地図

発生する事象は、立場や考え方によって受容の仕方に差が生じることがあり、問題とその本
質（発生原因）を見極め、根本的な解決策を検討することが重要となる

問題の本質問題発生している事象エリア

・集合型店舗の増加
・駐車スペースが少ない

・観光客のストレスの蓄積
・村民との交通事故の懸念交通渋滞が発生している陸域1

・集合型店舗の増加
・駐車スペースが少ない

・緊急車両や農業専用車の通行の妨げ
周辺の路上駐車が散見される陸域2

・環境教育の不足
・ごみ箱の少なさ

・生態系への悪影響が生じ、漁業活動の低下にも
つながる可能性があるごみのポイ捨てなどの問題が多い陸域・海域3

・駐車場料金の安さ
・事業者の無知

・集合型店舗の増加につながり、低価格競争が
起きている駐車場での営業行為が多発している陸域4

・漁港内の明確な利用方法がない
・ゾーニングなし

・漁港内の作業車両と観光客のすれ違いによる
安全性への懸念各漁港が集合場所となっている陸域５

・利用に関するルールがない
・認知されていないこと

・生態系への悪影響の懸念と利用者の満足度（
質）の低下が懸念される

海の利用方法など、マナーを守らな
い観光客や事業者が増えている

海域６

一般観光客や事業者の安全な利用法の周知
不足

・真栄田岬のブランド力の低下につながる恐れ
水難事故が他地域に比べ比較的多い海域７

一般観光客や事業者の環境教育の周知不足・魚の住処が奪われ、海域の魅力低下につなが
る可能性があるサンゴの踏圧が散見される海域８

出典：環境に配慮したマリンレジャー等の自然フィールド利活用に係る持続可能で高付加価値な海洋観光の推進に向けた実証事業報告書

（２）実証事業で示された真栄田岬周辺で発生している事象と問題
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２．真栄田岬周辺地域における現状と課題
（３）実証事業において抽出された課題

出典：環境に配慮したマリンレジャー等の自然フィールド利活用に係る持続可能で高付加価値な海洋観光の推進に向けた実証事業報告書
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３．広報・意見集約

（１）事業説明会 実施概要

関係者への周知・説明で重視すること

◆提供する資料

1. 真栄田岬で発生している事象について、客観的な視点と当時者の視点両方から整理する

2. 過年度実証事業をはじめ、解決策の検討に必要な情報を多角的に整理する

3. 建設的な議論ができるよう、出口戦略を明確に、論点を整理する

１，過年度調査実証事業報告書抜粋版
２，過年度実証事業調査結果抜粋
３，過年度実証事業協議会議事（抜粋）
４，課題解決策（制度、仕組み）★

・エコツーリズム推進法
・沖縄県保全利用協定
・地域自然資産法
・Green Fins
・恩納村ローカル認証
・法定外目的税（環境税、入域税等の仕組み）

６，沖縄県マリンレジャー関連事業報告書（抜粋）
７，その他参考資料

・恩納村第６次総合計画（一部抜粋）
・恩納村第２次SDGs推進計画（一部抜粋）

（資料イメージ）

事業説明会

・村民、関係者を対象に事業内容について説明会を実施

・取り組み内容の幅広い周知と理解浸透を図る（問題に対する共通認識）

・取り組みに対する不安や疑問を払しょくする

実施概要

/
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事業説明会＿周知方法

案内文を作成し、村内主要団体及び対象エリアの公民館を通じて住民へ周知を行った。
また、恩納村ホームページ及び公式LINEにて案内文を掲載し周知を図った。

３．広報・意見集約

恩納村オーバーツーリズム抑制による観光推進事業 

 

事業説明会のご案内 

 

真栄田岬周辺の持続可能な観光地域をつくる 
 

 本事業は、許容量を超える利用者の来訪によって、 

環境負荷や地域への負担の増加、安全面の問題等が表面化している 

真栄田岬において、持続可能な観光地域づくりを実現するため、 

地域のあるべき姿をイメージし、 

実情に応じた具体策を講じることを目的としております。 

事業説明会では、その詳細についてご説明をさせていただきますので、 

ご参加のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【実施概要】 

日時：2024 年９月 12 日（木曜日） 18:00～19:30（※17:30 開場） 

場所：恩納村役場２階（最大 100 名） 

形式：対面 

対象：恩納村民及び関係者 

（観光・ダイビング・シュノーケリング・マリンレジャー事業者等） 

主催：恩納村商工観光課 

 

【お問合せ】 

 恩納村オーバーツーリズム抑制による観光推進事業事務局 

 恩納村役場 商工観光課観光係  担当：城野 

一般社団法人バーチュデザイン  担当：片瀬 

TEL：090-2214-9068  E-mail：katase@virtue-design.or.jp 

 

【参加方法】 

 ■直接ご来場ください 

（１）事業説明会 周知
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事業説明会＿当日のプログラム

３．広報・意見集約

司会進行：一般社団法人バーチュデザイン 片瀬泰介
主催挨拶：恩納村⾧ ⾧浜 善巳
会 場：恩納村役場 ２階 大会議室
参加者数：３６名

開催趣旨

 インバウンドの回復など、観光客の増大に伴い、恩納村内の自然フィールドを利用し

たアクティビティの需要が高まっている。

特に真栄田岬をはじめとしたマリンレジャーにおいては、村外からの事業者も多く訪
れ、例年ピーク時には１日7,000名を超えると言われる人気スポットとなっている。その

ため、交通渋滞、駐車違反、交通事故、騒音、ゴミのポイ捨て、集落内を水着で徘徊す
る観光客、水難事故、駐車場の目的外利用、サンゴ礁へのダメージ、生態系の破壊等、

オーバーツーリズムが顕在化している実態がある。

 本事業では、これらの実態を把握するともに、地元関係者や専門家による協議会を開
催し、持続可能な観光の実現に向けた方策等について検討を行うことについて、幅広く

村民や関係者に周知し、理解浸透と合意形成を図ることを目的とする。

日程 9月12日（木曜日）

時間帯 18:00～19:00

会場 恩納村役場 ２階 大会議室

次第

1.        開会
2.        主催者あいさつ

3.        事業説明

4.        質疑応答
5.        事務連絡閉会

6.  閉会

要点
・事業の実施背景や実施内容を説明する

・直接質疑応答に対応し不安を払しょくする

資料

【配布資料】

資料１：事業内容
資料２：WEBアンケート用QRコード

（別紙）
別紙1：資料閲覧要QRコード

（１）事業説明会 実施概要
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事業説明会＿会場図

３．広報・意見集約
（１）事業説明会

14



３．広報・意見集約

■開会の挨拶

司会
「皆さん、こんばんは。これより令和六年度オーバーツーリズム抑制による観光推進事業の事業説明
会を開始いたします。まず、資料の確認をお願いします。入り口に資料が置かれていますので、ご確
認ください。資料はQRコードを通じて閲覧可能です。」

■商工観光課課⾧の挨拶
親泊課⾧
「皆さん、こんにちは。小野村商工観光課課⾧の親友です。今日は忙しい中、参加していただきあり
がとうございます。このオーバーツーリズム抑制にかかる観光推進事業の事業説明会を開催します。
この事業は、特に万座や前田美咲の環境負荷や交通渋滞が課題となっており、持続可能な観光のあり
方を模索するために皆さんの意見を求めます。」

■事業説明（配布資料をもとに説明）

事務局
「皆さん、こんにちは。バーチュデザインの片瀬です。本事業は令和六年度オーバーツーリズム抑制
による観光推進事業であり、恩納村から委託を受けて進めています。今日は事業の概要と今年度の取
り組み内容について説明します。」

「恩納村第六次総合計画や第二期エスディージーズ未来都市計画に基づき、持続可能な観光のあり方
を検討しています。前田美咲周辺の現状と課題について、交通渋滞、環境負荷、安全性の低下が挙げ
られます。これらの課題に対する具体的な対策として、駐車場の利用制限や事業者登録制度の導入が
検討されています。」

「実態調査の方法として、現地調査と聞き取り調査が行われます。調査結果を基に具体的な対策を検
討します。調査は9月14日から開始予定ですが、悪天候の場合は予備日を設けています。」

（１）事業説明会 議事録
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３．広報・意見集約

恩納村オーバーツーリズム抑制事業説明会 議事録

■質疑応答
一般参加者
「この事業の実施時期はいつからですか？」

事務局
「今年度の事業は説明会後、セミナーや実態調査を経て、9月30日、10月29日、11月26日に協議会を
開催します。具体的な対策は次年度以降に実施予定です。」

稲村議員
「事業は12月で一旦終了し、次年度は4月以降に開始するのですか？」

事務局
「はい、12月までに次年度の予算案を作成し、4月以降に実施予定です。」

安富祖議員
「報告書の内容について、報告会を開催する予定はありますか？」

事務局
「可能であれば報告会を開催し、ホームページでも報告書を公開する予定です。」

一般参加者
「実態調査の際、組合に説明を行っていただきたいです。また、事故データについても詳細に把握し
てほしいです。」

事務局
「組合への説明は行います。事故データについても、個人と事業者の区別を含めて詳細に調査します
。」

（１）事業説明会 議事録
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３．広報・意見集約

恩納村オーバーツーリズム抑制事業説明会 議事録

一般参加者
「高付加価値の海洋観光の促進について、具体的に説明してください。」

片瀬
「高付加価値とは、環境に配慮した人数制限を設け、貴重な体験として提供することです。これにより
、少ない人数でも価値を高め、環境負荷を軽減しながら事業者の利益を確保します。」

一般参加者
「村内の事業者を守るための制度についても検討してほしいです。」

事務局
「村内の事業者を守るための意見交換を重ね、具体的な対策を検討します。」

一般参加者
「高付加価値の対象は誰ですか？」

事務局
「高付加価値は、観光客、事業者、地域住民すべてに対して提供されるものです。料金が上がることで
、全体の満足度を高めることを目指します。」

一般参加者
「事業者登録をしていない業者の把握はされていますか？」

事務局
「登録していない業者の把握は難しいですが、不適切な利用をしている事業者は把握しています。」

■閉会の挨拶
事務局
「本日の説明会は以上です。アンケートを通じて意見を提出してください。

ご参加ありがとうございました。」

（１）事業説明会 議事録
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事業説明会_配布資料

３．広報・意見集約

開催日 令和６年９月１２日
時 間 １８：００～１９：００
場 所 恩納村役場 ２階 大会議室

令和６年度
オーバーツーリズム抑制による観光推進事業

事業説明会

目次本日のプログラム本日のプログラム

１．実施背景

3

（１）自然を愛し、人と自然が共生する美しい村
（２）人間を尊び、互いを支え合う心豊かで共生の村
（３）子どもたちの伸びゆく力を育て、活力ある村
（４）心も体も健康で、安心して暮らせる村
（５）魅力あふれる活力のある元気な村

①恩納村第6次総合計画（恩納村第2期総合戦略）

■基本理念

恩の青 豊かな緑 輝く人々
未来へつなごう恩納村

■将来像

（１）目指すありすがた

4

①恩納村第6次総合計画（恩納村第2期総合戦略）

■基本目標（一部抜粋）

４【産業・経済】恩納ブランドをいかした活力と魅力ある産業の村

4-2 水産業の振興 ・里海と漁業環境の保全・再生

4-4 観光業の振興 ・地域資源の保全と活用の観光振興

５【環境】・美しい自然と調和した潤いのある村

5-1 自然環境の保全・創出 ・海域生態系の保全と創出・陸域環
境の保全と創出・景観の保全と創出

5-2 生活環境の保全・創出 ・循環型社会の構築・公害対策の充
実・環境衛生の向上

（１）目指すありすがた

１．実施背景

（１）事業説明会
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事業説明会_配布資料

３．広報・意見集約

（２）真栄田岬周辺で発生している事象

8

発生する事象は、立場や考え方によって差が生じることがある。
問題とその本質（発生原因）を見極め、解決策を検討することが重要。

問題の本質問題発生している事象エリア

・集合型店舗の増加
・駐車スペースが少ない

・観光客のストレスの蓄積
・村民との交通事故の懸念交通渋滞が発生している陸域1

・集合型店舗の増加
・駐車スペースが少ない

・緊急車両や農業専用車の通行の妨げ
周辺の路上駐車が散見される陸域2

・環境教育の不足
・ごみ箱の少なさ

・生態系への悪影響が生じ、漁業活動の低下にも
つながる可能性があるごみのポイ捨てなどの問題が多い陸域・海域3

・駐車場料金の安さ
・事業者の無知

・集合型店舗の増加につながり、低価格競争が起
きている駐車場での営業行為が多発している陸域4

・漁港内の明確な利用方法がない
・ゾーニングなし

・漁港内の作業車両と観光客のすれ違いによる
安全性への懸念各漁港が集合場所となっている陸域５

・利用に関するルールがない
・認知されていないこと

・生態系への悪影響の懸念と利用者の満足度（
質）の低下が懸念される

海の利用方法など、マナーを守らな
い観光客や事業者が増えている

海域６

一般観光客や事業者の安全な利用法の周知
不足、事業者の質の低下、安全管理不足

・真栄田岬のブランド力の低下につながる恐れ
水難事故が他地域に比べ比較的多い海域７

一般観光客や事業者の環境教育の周知不足・魚の住処が奪われ、海域の魅力低下につなが
る可能性があるサンゴの踏圧が散見される海域８

出典：環境に配慮したマリンレジャー等の自然フィールド利活用に係る持続可能で高付加価値な海洋観光の推進に向けた実証事業報告書

２．真栄田岬周辺の現状と課題

（１）事業説明会
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事業説明会_配布資料

３．広報・意見集約

（２）本事業で達成したい目標（令和6年度）

14

課題解決策の導出と合意形成

①真栄田岬の利用の在り方

②オーバーツーリズム対策の手法

③合意形成の仕組み

真栄田岬周辺地域及び恩納村の海洋エリア等の利用の在り方について
持続可能な観光地域づくりに向けた基本方針を定める

将来を見据えたオーバーツーリズム対策について
具体的な方策（有効な打ち手）と進め方について検討する

幅広い多様な関係者の合意形成を図るための場づくりや具体的な仕組みに
ついて検討する

４．事業概要

（１）本事業の目的

13

４．事業概要

（１）事業説明会
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事業説明会_配布資料

３．広報・意見集約

（４）協議会の開催

20

項目

開催目的

開催時期

議題・内容

真栄田岬にて発生している様々な事象について、問題とその要因を特定するとともに、恩納村の『持
続可能な観光』を実現するため、当該エリアの利用ルールや自然環境などへの負荷抑制等を図るため、
様々な制度や仕組みを活用しながら、オーバーツーリズムを防止するための方策について協議を行う。

内容

第1回： ９月３０日（月）14:00～16:00
第2回：１０月２９日（火）14:00～16:00
第3回：１１月２６日（火）14:00～16:00

開催形式
・対面形式※一部オンライン参加の場合あり
・委員の中から互選によって座⾧を選出※座⾧は議事進行及び事務局との調整を行う。

・真栄田岬の利用実態及びオーバーツーリズムの現状や課題について共通認識を図る
・『持続可能な観光』の実現に向けた具体的な制度や仕組みの構築について検討する
・課題解決策の実行するための『計画、組織、財源』等について、アクションプランを検討する

運営方式
・事務局にて事前の調整、開催準備、当日運営、資料作成等すべての業務を行う
・協議会の議事内容はデジタルデータに記録するとともに議事録を作成する

委員
・構成員（協議会委員）は、恩納村⾧の委嘱を受けた地域関係者、行政関係者、学識関係者等で構成
・構成員リストは別紙参照

５．実施内容

（４）協議会の開催＿委員一覧

21

５．実施内容

団体種別 所属・役職 氏名（ふりがな）

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー 国内事業部⾧ 金城修（きんじょうおさむ）

（一社）恩納村観光協会 事務局⾧ 名城一幸（なしろかずゆき）

恩納村マリンレジャー協会 会⾧ 内原靖夫（うちはらやすお）

（一財）沖縄マリンレジャーセーフティービューロー　事務局⾧ 前原　勉（まえはらつとむ）

恩納村商工会 事務局⾧ 安村祥子（やすむらしょうこ）

自治会（山田区）区⾧ 比嘉茂（ひがしげる）

自治会（真栄田区）区⾧ 安冨祖正也（あふそまさや）

自治会（塩屋）区⾧ 宮平英太（みやひらえいた）

自治会（宇加地）区⾧ 饒波永善（よはえいぜん）

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課⾧ 山川優（やまかわすぐる）

沖縄県環境部自然保護課⾧ 出井航（いでいわたる）

有識者 （公財）日本交通公社 おきなわサステナラボ　ラボ⾧ 中島泰（なかじまゆたか）

有識者 琉球大学　国際地域創造学部   観光地域デザインプログラム   准教授 大島順子（おおしまじゅんこ）

恩納村役場企画課⾧ 喜久山隆（きくやまたかし）

恩納村役場農林水産課　課⾧ 平安名盛常（へんなもりつね）

観光関係団体・DMO

業界団体

地域団体

環境省・沖縄県

自治体

※敬称略

（１）事業説明会
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事業説明会_アンケート結果

３．広報・意見集約

回答数：41

アクセス数：267

（１）事業説明会
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事業説明会_アンケート結果

３．広報・意見集約

Q１．現在、恩納村にお住まいですか？

Q２．あなたのお仕事についてお聞かせください

（１）事業説明会
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事業説明会_アンケート結果

３．広報・意見集約

Q３．真栄田岬及び周辺エリア、または恩納村内におけるオーバーツーリズ
ムに関して、問題と感じていることがあればお聞かせください。

・私有地に機材を置いている 真栄田岬の施設内に多くの機材が並んでいる。200個以上混雑による物理的
な不満、事業者の質の低下による他者への配慮の無さに起因する不満。サンゴへの接触による環境破壊。
ここ数年、セルフでの利用者が増えてきてるので制限すべきだけど思います。 仕事につながり得る場面
を何度も目にしてます
真栄田岬のオーバーツーリズムは今に始まったことではないと思いますが、これといって明確な決まった
ルールがないので、なんでもあり状態になっている事が気になります。少なからずなルールはありますが、
それをダイビング業者間でも理解しあえておらず、恩納村が決めたしっかりとしたルール的な物も必要で
あると思います。
・ツアー参加以外の外国人遊泳者によるサンゴの踏み付け
・現段階でも毎日大勢の人が青の洞窟を訪れており、渋滞は問題オーバーツーリズムというなら制限をか
ければ良い
・現地集合(真栄田岬、前兼久漁港)をして露天営業を行っているショップがいる為、繁忙期には常に人が
溢れている。 真栄田岬前兼久漁港にてグレーゾーンで営業しているショップが多々ある現状を早急に解
決して欲しい。
・真栄田岬利用の明確なルール作りがされていない為にマリン事業者の一極集中 ・行政の整備が後手後
手になっている事 ・漁船による真栄田岬の一極集中 ・駐車場の利用ルールがされていない ・漁港の利用
ルールがされていない
真栄田岬、青の洞窟は船で中国か台湾の方がどっと来てその時間帯だけ洞窟内が混雑している状況が見ら
れる。
・真栄田岬駐車場の満車状態による、地域住民利用道路の渋滞
・環境教育 SNSの影響
＊一車線による渋滞や事故など。
＊騒音やゴミのポイ捨て。
＊飲食店不足
＊体調不良者が出た際に医療機関が非常に少ない
・解決策を問題点を十分に把握していない方々で議論するのは、時間と税金の無駄遣いだと強く思います。

（１）事業説明会
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事業説明会_アンケート結果

３．広報・意見集約

Q３．真栄田岬及び周辺エリア、または恩納村内におけるオーバーツーリズ
ムに関して、問題と感じていることがあればお聞かせください。

・青の洞窟は岬駐車場経由と近くのショップ経由(シーモール、アイランド倶楽部、モルダイブ、ピンク
マーメイド、ナギ、ソードフィッシュ、UMI他多数)、前兼久漁港のボートエントリー(gigi、UMI他多数)
の3大エントリーになります。階段エントリーだけでなく漁船エントリーも同時に取り扱わないと本質か
ら外れます。最近は岬駐車場集合は、シーモールやモルダイブ、メンソーレなど多くは規制があり、近く
の自前のショップ経由にする傾向があります。また、モルダイブなどのショップはアイランド倶楽部駐車
場を利用しています。
私はコロナ禍前の3年間を真栄田海岸保全利用協議会の事務局兼会⾧として村内外ショップ42社の意見を
聞きまとめ、違法駐車対策やルールやマナーの徹底、区民への配慮などを説いていました。会員各位の協
力と理解により一定度の役割を果たすことができたかと思っています。
解決する意思があるなら漁協または漁協組合員(例えば扱い利用が多く料金も格安のgigiの代表者)も委員
に入れる必要があります。
真栄田岬で死亡事故が多というのは納得できないという声(事業者、海人など)が多いと言えます。 私(元
真栄田海岸保全利用協議会会⾧)の任期中の3年間で3人の外国人と１人の米軍族員の死亡事故がありまし
たが、マリンレジャー業者(ナギ2件、ベストダイブ1件)は全て不可抗力で病死(診察は溺水)でありました。
米軍族1人は一人で青の洞窟はではなく、波のある日に真栄田海岸での溺れたものでありました。

・本日の解決には、扱い量の多いマリン業者9～10社(ナチュラルブルー、シーモール、gigi、ソード
フィッシュ、UMI、モルダイブ、和、ピンクマーメイド、ナギ等)を同じテーブルで討議することが必要
であると思っています。真栄田岬青の洞窟がビックネームになりすぎた為、集客と業者が多すぎる事です。
受け皿が整っていない状態での過集客は観光地には付きものなので、コレからどうして行くかが重要と考
えます。 1番の問題は、事業者・役場・地元の方・漁業関係者を繋ぐ場がない事です。 関係者全員が繋
がれば、解決できる問題だと思います。

・眞栄田岬はツアー案内ショップや一般で来られる人数かなり多く、1日の人数がかなりキャパオーバー
していると思います。
・真栄田岬に限らず恩納村全体で事業者・一般遊泳者ともにルールがなく、無法地帯である。
・住民への迷惑。近隣に住んでいる方への車両の迷惑行為や、渋滞など。
・現地集合や店舗集合と見せかけての真栄田岬集合での露天営業のお店が、低価格、高回転率で営業する
事でのキャパオーバーが一番の原因。
・どこを目指して、どうしたいのか明確な方がわかりやすいです。 海に入る人数が問題なのか、入って
るショップのルールが問題なのかよくわかりません。
・モラルに欠ける事業者及び一般客
・まだ許容範囲だと思います。 これから先の対策として大事な事と認識しております。

（１）事業説明会
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３．広報・意見集約

Q４．恩納村におけるオーバーツーリズム対策について、ご意見・ご要望が
あればお聞かせください

・どのような物であっても実効性のあるものにして頂きたい。
・三ヶ所程での看板での周知、それを岬で伝えるチラシ等、(危険生物、過去の事故例、サンゴへの注意、
一般的の方への注意事項、業者への注意事項、その他等)大人気スポットの割に説明が少ないと思います。
真栄田岬に来る人達にどうして欲しいのか？が分かると良いと思います。 さらに、駐車場の止め方も適
当で2代分を1台が占領していたり、現地集合の方が車の通る道を占領していたりと様々な問題もあるので、
その辺の注意事項もあるとありがたいです。

・人数制限をかける、入海税を取り入れ徴収したお金は真栄田岬周辺の整備費用などに充てる
・対策が明確にされていない。
・露天営業の早期解決
・真栄田岬階段利用の事業者登録の導入
・各漁港の利用の事業者登録の導入
・恩納村においてレジャー専用マリーナの整備
・出港時間をずらす、階段から入れる人数を制限する

・満車状態を解消する1つの案として、駐車場の回転率向上を提案します。 手段の1つとして、青の洞窟
内での写真撮影を禁止にすること。 ※宮古島の同様なツアーにおいても、洞窟内の撮影は禁止しており
ます。 ※イタリアのポルトフィーノでは写真撮影での⾧居が罰金の対象となっています。 シーズン中は
特に、青の洞窟内は撮影の順番待ちが発生し、その為に混雑がひどくなり、回転率が落ちている状態です。
すべての業者が撮影禁止とすることで平等性も担保でき、スムーズなシュノーケリング体験が可能になり
ます。また、洞窟の外ではもちろん撮影は可能ですので、観光客の方の満足度も 保たれ、さらには、肉
眼でしか見れない貴重さが、さらに青の洞窟ブランドをUPさせると考えます。 まずは簡単に取り組め、
且つ、地域住民・利用業者ともにダメージの低い対策から導入していくというのはいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

・エコツーリズムの観点で意見します。 交通の改善 ・外国人含め路線バスを利用する方が増えました。
もう少しバス停に親切な案内版があればと感じました。よく道を聞かれたりバス停で不安や不快そうな方
が目にとまるため。 大きな看板が理想ですが、設置が難しいのでしたらQRコードから誘導する形でもい
いかと。 例） ・バスの現在地がわかるQR ・バス停付近の恩納村の観光地案内 ・恩納村の活動紹介（グ
リーンフィンズなど） 待ち時間の暇つぶし ・恩納村内のみ走るコミュニティバスはより理想的 車内で
恩納村の活動案内 もちろん地元住民も利用可能 地元の人は割引き有 環境への配慮に繋がる どちらも、
より魅力的な案内が増えれば、拡散にも繋がる。

（１）事業説明会
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３．広報・意見集約

Q４．恩納村におけるオーバーツーリズム対策について、ご意見・ご要望が
あればお聞かせください

・島の面積に対してホテルが多すぎる。さらに建設もされている。 働いてもお客さんのわがままやク
レームに疲弊して退職しました。 ホテルをあちこち建てるということは、環境を破壊していることにな
りませんか？ また、働く人が足りないことは明らかです。 病院のように、県のベッド数を決め、それ以
上は増やせないようにすれば、オーバーツーリズムにならず、環境保護にもなると思います。
実効のある対策を十分に吟味して欲しいと強く思います。
村内事業所と村外事業所を区別することはできても、簡単に村内に移ることもできる(読谷に本拠地があ
る真栄田岬内事業所ナチュラルブルーのように恩納村内に形だけの恩納本店を作っている)ので、規制し
ても本質(オーバーツーリズムや諸問題)の解決にはならないと私は思っています。
但し、最近の取り組みにおいてその経緯も無視されているように思います。各ショップは生き残るために
必死に取り組んでいます。村民や県民にも支持され、既存マリン事業所にも配慮できる策を講じていただ
きたいと思います。
無理であれば、オブザーバーとして漁協または組合員それに元真栄田海岸保全利用協議会&真栄田海岸保
全利用協議会会⾧の加蘭)を加えていただきたい。そうでないと解決はしないと思っています。
年間で100万人以上もの入域者の割には事故は少ないのではと思っていますが、他地区との比較は利用人
口も踏まえて検討するのは勿論のこと、本質の解決にはなりません。 現状の実態を踏まえて、本質の解
決に向けて検討して欲しいと強く思います。
現在の真栄田岬の規制によって、多くの事業者がまだ自然環境が美しく残っているビーチへ移動し始めて
いることが懸念されます。規制の順番として、真栄田岬からではなく、現状美しい珊瑚が群生している希
望丘前やみゆき近辺のビーチといった場所を先に規制すべきだと考えます。そうしないと、業者がこれら
のエリアに流れ込み、新たな自然環境破壊が進んでしまいます。壊れてしまったものを修復するよりも、
今綺麗な状態のものを守ることが先決であることは言うまでもありません。 私がプロポーザルを作成す
るにあたり、地元住民や仲間内に意見を伺ったところ、オーバーツーリズムに対する最大の批判はホテル
の増加に向けられていました。多くの住民が、急激な観光地開発に伴い、地域の生活環境や文化が侵食さ
れることに不安を抱いているようです。 オーバーツーリズムの定義に関しても、現時点では「どこまで
を許容範囲とするのか」というゴールが見えていない状態で、世論に促されて進んでいるように感じます。
自然保護や法整備などの行政的な対応も重要ですが、根本にあるのは住民感情への配慮であり、これが最
も優先されるべき課題だと考えます。

・村の持続的な発展を考える上で、地元住民の生活や環境を尊重するバランスの取れた観光政策が求めら
れます。船利用料金の格安化も問題点(1人500円では大人数を一度に乗せないと採算が取れないことと、
乗船12名を超える場合は運輸局の不定期航路事前申請承認必要)を認識する必要もあります。

・今回の事業で、真栄田オープンチャットの事業者101と意見交換会の27を、バーチュデザイン様がまと
めて頂き、役場から漁協、真栄田区、マリンレジャー協会、読谷チャンプルーサーフから真栄田サー
ファー全体、株式会社真栄田、漁協と仲の悪いウミンチュのネットワークを把握した事業者からのコンタ
クト、真栄田区の住民の派閥を把握した事業者からの接触。 役場と漁協以外は意見交換会の武藤とメン
バーで接触可能です。 バーチュデザイン様と商工観光課がお手伝いして頂ければ、全てオープンチャッ
トに集めれると思います。 たくさんの方を集めるのは問題も発生する可能性はありますが、解決には必
要と考えます。

・一般の方の入水人数を決める。 青の洞窟を案内しているショップは登録制にし、（ビーチ，ボート問
わず）ショップ数をきちん把握し、各ショップは週一で案内しない日を作る。 ※台風などで前倒しで案
内する場合は相談 それによって1日の青の洞窟の人数は今よりはかなり制限されると思います。
地域の状況にあった法的拘束力をもつルール作りが必要だと思います。

（１）事業説明会
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あればお聞かせください

・2022年10月から真栄田岬駐車場内での露天営業禁止以降、以前より風紀や景観(ウエットスーツを洗う、
干す)などの行為は大きく変わったと感じています。 私自身も真栄田岬駐車場を利用する事業者ではあり
ますが、その日をきっかけにやり方を変えていくように致しました。 以前に比べ事業者が外部の駐車場
や店舗を構えることにより駐車場の満車は少なくなったと感じます。 ただ珊瑚への負担は変わっていな
いと感じます。 私自身もオープンチャットなどを通し真栄田岬階段下珊瑚が多いエリアを歩かないよう
にと声をかけることはありますが、なかなかそれが他社の現場のスタッフの行動には繋がらないのが現場
です。 私自身も海で働く物として、珊瑚を傷つけたり壊したりする事は許されるべきではないと感じて
います。 先日の9月12日の説明会の中で、観光協会の方か忘れましたが、人数制限や料金の見直しについ
てお話が出ており、料金の水準価格については私も賛成ではあります。 県内、国内、海外においてもあ
まりにも安すぎる価格でのサービス提供は個人的にもあまり宜しくないと感じます。 ただ、お店を始め
たばかりで集客が出来ないお店に関し、価格でしか他社に対抗できない部分もあると思います。安いから
サービスが悪いわけでもないので、、 お店を始めたばかりのショップ経営者には失う物もなく、少しで
もお客様を増やし広めて行きたいと考える事業主や従業員を暇にさせるくらいなら安くてもツアーに出し
た方が利益になり、雇用の安定にも繋がる部分はあります。 行われるかまだ不明ですが人数制限につい
ては環境を守る点では賛成ですが、経営者としては不安な点も多く 組数や人数を限定された場合、組数
半分、単価が倍となれば売上は一緒ですが それに伴い従業員の数も半分までは行かなくとも仕事量が半
分となれば従業員を減らす事も考える事業者も出てくるのではないかと考えます。 私はするつもりはあ
りませんが、 環境を守るために、リストラや減給、 仕事を失う人も出てくるのではないか 多少の犠牲は
必要なのか、 その点については自分では答えが出ません。 海が好きで、観光に来たお客様を喜ばせる事
が好きな人が、路頭に迷う事はさせてくないとも思います。 先行した考えかとは思いますが、正直に不
安でもあります。 恩納村民として、事業者として、経営者として、父親として、 こうすべきだ、これは
ダメだ、とハッキリとした意見が言えないのが現状ではありますが、 未来に残すべき景色 海で働く私た
ちが海に与えられるだけではなく守っていくべきだと思います。

・真栄田岬でのタンクと器材を置く場所については、業者が⾧時間使用できるような場所を計画する方が
良いかもしれません。現在は1ダイブの使用分のタンクしか置けないため、少し不便に感じます。また、
駐車場の渋滞については、今年は過去と比べて非常に改善されたように感じます。渋滞が発生するのは主
に休日での米軍や一般観光客が多いときに集中しており、平日は基本的に渋滞はあまり発生しません。こ
れは、すべての関係者が共同で努力した成果だと思います。さらに改善が必要であれば、出口のところに
もう1台精算機を増設するの方が駐車場から出る際の渋滞をより効果的に解消できると考えます。 旗の色
について、やはり青旗を復活させるべきだと思います。時々、一般の人には危険な海況でも、業者が同行
すれば安全に海に入れることがあります。以前のように黄旗と青旗を区別するシステムに戻してほしいで
す。そうでないと、一般の観光客の基準で海況を判断するのは、業者にとって少し不公平だと思います。

・具体的に何をやっているのかが明確に伝わってこない。
・考えればその他様々なことがあると思いますが、みんなが意識を高くもち今の現状をどう打開して行か
なくてはいけないのか？目安でもいいので、作って頂き発信していただけるとありがたいです。 マエダ
岬でガイドしている人達は、これが当たり前であり、何が問題なのかわかっていない様な気がします。正
直、僕もわかってない様な気さえします。 オーバーツーリズム、グリンフィン、SDGS、的がデカ過ぎ
てよくわからない人達が多い様な気がします。 それがマエダ岬に、自分達にどう関係があるのか？そこ
が入り口でも分かると開けてくるのではと思ってます。
・昨日は、貴重なご意見ありがとうございました。目標が明確で、楽しそうな話しに、ワクワク感を感じ
ニヤニヤしてしまいました。 ありがとうございました。
・禁止を徹底

（１）事業説明会

28



事業説明会_アンケート結果

３．広報・意見集約

Q４．恩納村におけるオーバーツーリズム対策について、ご意見・ご要望が
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・特に注目されるオーバーツーリズムとさせる 青の洞窟内や海域の混雑→ショップツアー参加者に現状
待ち時間となるエントリーの混雑時・洞窟内での渋滞時に恩納村の観光・産業・飲食店などの紹介が出来
るように行政による観光講習会を開催。また、安全面に対する取り組みアピールにも繋がる消防による
CPR講習・サンゴ・環境に対する知識・地域住民とのより近いコミュニケーションがとれるようなちょっ
とした方言指導などを同時開催。 これによりメディア媒体ではなく直接恩納村の取り組みを顧客に広め
る事が出来るマリンツアー→恩納村体験学習ツアーへ格上げし他地域とのマリンレジャーとの質の差別化
を図れる。 講習会参加により恩納村観光認定インストラクター資格発行 ※年1講習受講での更新必須 マ
リンレジャースタッフを民間の位置づけから村にも認定されたインストラクターとし、恩納村の対外的な
観光・安全と環境（自然や方言指導よる地域との距離感）への取り組みのアピールポイントと出来る。
上記の対策によりただの待ち時間から学びの時間へと発想転換することによって現状オーバーツーリズム
と思われている状態をまだまだ伸びしろのある状態へと出来る。 ※事業所を登録制にするよりガイド1人
1人を講習が必要な村認定必須にすることでこの問題をより深く個人レベルまでしっかり落とし込め経験
の少ない（ガイド未経験資格無しショップ入店すぐの質の低いガイド）のツアー開催を阻止する事が可能
となる。
安全性の低下の問題についてですが、加蘭様もご指摘していたとおり、事故と一括りに話が進んでいます
が、ツアー中の事故には、事業者側には落ち度のない病気と事業者側の責任の２種類あると思います。そ
の点はどうして報告書や事業計画書の内容は変更されていないのでしょうか？また、当該エリアにおいて、
「低単価×大人数×高回転率」によって売上拡大を図るモラルの低い事業者によって潜水事故が増加し死
亡事故（年２～５件）が毎年発生している。と記載がありますが、しっかりとしたデータがあるのでしょ
うか？当該エリアで近年死亡事故が起きている事業者（海上保安庁速報調べ）は、すべて恩納村マリンレ
ジャー協会に加入している事業者となります。この事実からすると、情報操作以外の何者でもないと判断
しています。有識者の方の意見も大切だと思いますが、その有識者の方々で検討する際のデータを改竄し
ないでいただきたいです。

・真栄田岬での露天営業を抑制出来る効果的な管理
・国内だけてなく、インバウンドからのお客様の増加もあるので まず西表島の様に枠組が必要になるか
と思います。 その中でどのように事業者が工夫して働き易い環境を作って行くかかと思います。 眞栄田
岬の環境保護に関しては ビーチエントリー、ボートエントリー関わらず 向き合っていかないといけない
と感じています。
・真栄田岬、周辺漁港での現地集合又は、店舗集合と見せかけての露天営業の禁止。
・どの状態が理想かが知りたいです。

・コロナ禍を終えて世界的に開放感を持った人類の動き、流れのように感じます。 恩納村におけると有
りますが日本全国的なものだと認識しております。 円安の日本に雪崩れ込む外国人観光客の増加だと
思っております。 さて、ここでオーバーツーリズムと言う対策で恩納村の目の前の対策を考えるのも大
事な事だと思いますが、 その先、円高になり一時的な観光客の日本離れに転じた時の対策も大事な事だ
と感じております。 今年の海の中はオーバーツーリズムによる自然破壊では無く世界的に認識されてい
る温暖化による自然の損傷だと認識しております。 もちろん、ガイドを付けずに個人で眞栄田岬には入
りサンゴの踏み付け、海亀へのタッチ行為などは多々見受けます。全てツアーに参加せず個人での外国か
らの観光客のお客様です。 私達も眞栄田岬で仕事をしている以上、サンゴの踏み付け、サンゴへのダ
メージ、自然へのダメージなど持続して行くことは社員にも、参加されるお客様にも徹底してあります。

（１）事業説明会

29



３．広報・意見集約

（２）オンラインセミナー

オンラインセミナーの開催

講 師：九州大学准教授 田中俊徳 様

タイトル：『オーバーツーリズム解決論（日本の現状と改善戦略）』

内 容：恩納村が直面する課題に対し、幅広い視点で解決策を検討するための

事前セミナー

実施概要

/zoom/
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（２）オンラインセミナー

オンラインセミナー＿周知方法

案内文を作成し、村内主要団体及び対象エリアの公民館を通じて住民へ周知を行った。
また、恩納村ホームページ及び公式LINEにて案内文を掲載し周知を図った。
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開催趣旨

 インバウンドの回復など、観光客の増大に伴い、恩納村内の自然フィールド

を利用したアクティビティの需要が高まっている。

特に真栄田岬をはじめとしたマリンレジャーにおいては、村外からの事業者

も多く訪れ、例年ピーク時には１日7,000名を超えると言われる人気スポット

となっている。そのため、交通渋滞、駐車違反、交通事故、騒音、ゴミのポ

イ捨て、集落内を水着で徘徊する観光客、水難事故、駐車場の目的外利用、

サンゴ礁へのダメージ、生態系の破壊等、オーバーツーリズムが顕在化して

いる実態がある。

 本事業では、これらの実態を把握するともに、地元関係者や専門家による協

議会を開催し、持続可能な観光の実現に向けた方策等について検討を行うこ

とについて、幅広く村民や関係者に周知し、理解浸透と合意形成を図ること

を目的とする。

タイトル オーバーツーリズム解決論～恩納村の自然を守り、活かす方法は？～

講師 九州大学 准教授 田中俊徳 様

開催方法 zoom ウェビナー

開催日 9月12日（木曜日）

開催時間 18:00～19:３０

参加方法 メールにて案内

プログラム

1.        開会

2.        事業説明

3.        セミナー

4.        質疑応答

5.        事務連絡

６.       閉会

事業説明会＿当日のプログラム

司会進行：一般社団法人バーチュデザイン 片瀬泰介
形 式：zoom ウェビナー
参加者数：４１名

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_資料

オーバーツーリズム解決論：
恩納村の自然を守り、活かす方法は？

田中俊徳

九州大学アジア・オセアニア研究教育機構

准教授 /博士（地球環境学）

1

2024/9/24 恩納村

討論番組 “2 sides”

9/30 放送（無料体験可能）

恩納村の自然を守り、活かす方法

「保全優先の観光戦略」が必要

5

2030年までに6,000万人のインバウンド観光客
＝アクセルだけではなく、予防原則で「迎える」

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_資料

オーバーツーリズムとは？

• 特定の観光地において、訪問客の著しい増加等が、
地域住民の生活や自然環境、景観等に対して受忍限
度を超える負の影響をもたらしたり、観光客の満足
度を著しく低下させるような状況（JTB総合研究所）

• どういう場合に、受忍限度を超えてしまう？

• 「キャパシティ（収容力）を超えた観光客が
押し寄せたとき」（国連世界観光機関）

オーバーツーリズム
（観光公害）

7

キャパシティとは？

• 物理的、経済的、社会文化的環境を破壊することなく、
また、訪問者が許容できないほど満足度を低下させるこ
となく、1か所のデスティネーションを同時に訪れること
ができる最大人数（国連世界観光機関)

• 道路やトイレ、駐車場、公園、ビーチ・・・観光地や観光インフラ
には、主観的か客観的を問わず「適切な人数」が存在する

• 私たちにできるのは、「キャパシティ内に人数を抑える
」 または、「キャパシティを拡大する」

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_資料

観光のメリット/デメリット
（メリット）

• 雇用の確保、税収の増加

• インフラの維持・整備

• 交流人口、関係人口の増加＝地方創生

（上手にコントロールできないと・・・）

• 自然環境への悪影響（排水、ゴミ、開発・・・）

• 渋滞、騒音、不安感

• 物価・地価の上昇

• 長期的に、選ばれなくなる（NO GO LIST） 18

真栄田岬の問題・・・

• 駐車場の慢性的な混雑、渋滞→違法駐車

→地域住民からのクレーム

• 国定公園なのに、利用ルールが皆無

→質の悪い事業者を排除できない（無店舗・無保
険型、占有行為、脱税、安全管理・・・）

→海外では、営利目的の利用は許可が必要

• 死亡事故多発
17

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_資料

日本でそんなことできるの？

日本でもできます

24

持続可能な観光とは？

見せる場所、守る場所を定め、

ルールを決める

日本の大問題

利用のルールが定められていない！

＊キャパシティの考え方を徹底する
→自然、地域、観光客、全員が満足

どんな観光が、自然・地域・観光にとってベスト
なのか？

20

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_資料

大浦川伊部岳比謝川仲間川地域

2014年11月2014年10月2010年3月2004年6月締結年月

わ ん さ か 大 浦
パーク

やんばるエコツーリ
ズム研究所

キャリアサポート株式会社東部交
通

協定代表者

51（単独）36事業者数

カヤックトレッキングカヤック遊覧船、カヤッ
ク

活動内容

野生動植物種の採
取を行わない・カ
ヤックプログラム
の隻数の制限（1ガ
イドあたり5隻ま
で・最大同時に40
隻まで）

適正な人数（1日2
回、 1 回 6 名）・
ペットやその他動
物 を 持 ち 込 ま な
い・年2回程度の

モニタリングを実
施

野生動物の採取禁
止・同時開催カヤッ
クを20隻に限定・カ
ヤック1パーティを6
隻までに制限・干潟
への上陸を行わない

マングローブ林保
護のための運航速
度規制・徐行区間
の設置・カヌー利
用者数の制限・潮
位による運航制限
等

主たる内容
（自然環境
に対する配
慮事項）

集落内での迷惑駐
車を行わない・環
境協力金を参加者
から預かり地域に
還元する・地域行
事に参加する

地 域 ル ー ル
（安田区規則等）
の順守・環境協力
金を安田区に支払
う（任意）・住民
の生活環境への配
慮

漁具や漁船に触れな
い・漁業関係者の作
業に迷惑をかけな
い・漁業組合の活動
に参加・事業者主催
の清掃活動

イノシシ猟期間中
の入山自粛・ガザ
ミ漁の道具に触れ
ない・地域住民と
の話し合いの場を
設ける等

主たる内容
（地域に対
する配慮事
項）

30

１. 利用調整

国立・国定公園、保全利用協定

利用調整地区のポイント

• 国立・国定公園で導入が可能（世界標準の仕組）
–ガイド同行の義務付けや入域手数料の徴収、入域者の
上限設定、事前講習の義務付けなどが可能

• 実際の管理業務は、現地の「指定認定機関」が実
施＝現地の雇用にも貢献

• 地権者の同意/環境省・県のやる気が必要（真栄
田岬の場合、陸域は特別地域、海域は普通地域
海域の規制にハードル有）

28

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_資料

特定自然観光資源

・ 人数制限＋入域手数料の徴収 （条例策定とセット）

⇒西表島で2025年3月から実施（ピナイサーラの滝、古見岳
など・・）

＊2020年、北海道・弟子屈町が初めて「硫黄山」（噴気孔）を
特定自然観光資源に指定し、条例策定（ガイド同行義務付け
）

過去に、屋久島町・慶良間諸島も条例策定を目指す・・・（村
民、議会への説明をしっかりとやること）

（利点）

・行政の対応を待たなくても、事業者が自律的・予防
的にルールを設定し、「お墨付き」を得られる

・自然環境の保全と事業継続を両立

（欠点）

・認知度が低い。拘束力が弱い。書類作業の増加・・

・事業者の半数以上の参加が必須

→真栄田岬は・・・事業者の同定すらできない状況

保全利用協定

ルールが増えることは、
マイナスではない！

• ルール（入域制限、入域料、ガイド認定制・・・）
→ ガイドや観光客にとってはコスト高になる

→ 一方、ルールは、新規事業者や悪質な事業者・観光客
に対する「参入障壁」（防波堤）となり、良質なガイドは「守ら
れる」ことになる

→混雑や待ち時間が少なくなり、体験の質があがる

• 環境や観光資源が守られ、ガイドの技能向上イン
センティブが担保され、より高付加価値で「選ばれ
続ける」観光に転換できる 33

恩納村の観光戦略

エコツーリズム推進法の使い方

34

（２）オンラインセミナー

38



３．広報・意見集約

オンラインセミナー_資料

観光客の増加

・予約制の維持管理・・・・

・生活排水やゴミの増加

・オーバーツーリズム対策

⇒多大な費用と労力が必要（行政需要の増加）

⇒誰が、どのように費用・労力を負担するのか？

重要：観光客が増えても、
地方税、地方交付税は増えない

• 自治体の財政は、基本的に「居住者の数」で決ま
る

• 宿泊税や入域料、手数料等の財源とセットにしな
いとオーバーツーリズム対策は難しい

→奄美大島では、アマミノクロウサギのために道路
管理を行っているが、財源が課題に・・・

39

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_資料

沖縄県にはそのベースがある！

48

悪質なガイド問題

• 無保険の事業者

• 安全や環境への配慮に乏しい事業者

• 関係法令を無視した事業者

• 反社会的組織（半グレ問題）

＊悪質な事業者を排除するため、認定・許可
制度が不可欠

44

重要なのは、認定と規制のリンク

• 東京都、オーストラリア、ニュージーランド等

→国立公園や指定地域への入域やガイド事業に
際して、認定・認証制度の取得を義務付け

観光客：安心して自然を楽しむことができる

事業者：認証取得にかかるコストが、参入障壁に
よって保護される利益と相殺

行政・市民：貴重な自然を長期にわたって守ること
ができる

45

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_資料

頑張っている事業者を助け、
悪質な事業者を除く

51

＊真栄田岬の営利利用を許可制にする
- マル優とSDOを取得した企業に限る

＊許可申請費用に1万円を課す・・（年度更新）

＊個人利用は、事前講習と入域料を課す

52

例えば・・・・

ビジネスを長く続けるには・・・

「三方良し」

＝「売り手よし、買い手よし、世間よし」

売り手の都合だけではなく、買い手や地域社会の発展にも貢献
することが大切

「利真於勤」

利益は懸命に努力した結果にすぎない

＊21世紀はサステイナビリティの時代：

「儲けることが良い社会」ではなく、「良いことが儲ける（＝
認められる）社会」になる

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_資料

まとめ

１．オーバーツーリズムは、自然環境や利用体験の質を落と
し、恩納村のブランド力を損なう

２．「安かろう、悪かろう」の観光ではなく、自然や住民、観光
客を守る高付加価値の観光を目指す

３．持続可能な観光のためには、利用調整、環境税、ガイド
認定制などの手法がある

４．地域にあった仕組みを広く議論することが大切

環境協力税成功理由

・沖縄の4村で導入できた理由

①入島方法が村営フェリーのみ

⇒徴収コストが低く、合意がしやすい

②課税額が低い（100円程度は観光客も気にならない）

・過去に検討して断念した例（屋久島・石垣・奄美）

① 入島方法が多い（飛行機、フェリー、高速船）

②船会社や航空会社、観光協会からの反対

⇒徴収義務者となる民間企業にとっては大きな負担（航空
会社はシステム改修に10億円単位で必要）

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_アンケート結果

回答数：18

アクセス数：35

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_アンケート結果

Q2.今回のセミナーの全体的な内容について、ご満足いただけましたか？

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_アンケート結果

Q3.どのような点が満足もしくは不満足でしたか？（任意回答）

・特定の場所に対し、制限と利用の両立ができる手法、利用者、環境にも配慮できる取組として実施できる
ところ。
・満足：他の地域や国の資源保護のためのルールや規制方法
・不満：無
・他の地域（外国含む）の状況を知ることが出来て、とても参考になりました。
・オーバーツーリズム解決の具体的な手段を海外や国内における実際の取組みを紹介していただき真栄田岬
や他の県内観光地の問題解決のヒントとなった。具体的な事例が紹介されて実現可能性についてイメージで
きた。
・沖縄や恩納村、真栄田岬における観光の現状を客観的・かつ具体的に学ぶことができたこと。海外の取り
組みを知ることで、いかに日本の観光が、事業者の利益を中心に、観光資源を安売りしてきたのかがよくわ
かった。
・人間社会の中で大自然を守り共存するための法律が存在することを学びました。
・映像や具体的な事例をふんだんに折り込みながら、何が課題なのか、どういう解決の道筋があるのかよく
理解できた。
・第三者の目からの意見は非常に有意義でした。当事者では見えない部分も見えて満足出来ました。
・規則と事実を結びつけた事例紹介は、とても理解しやすかったです。
・全体的な概要として他の場所の事例も含めながら解決方法を示していただいたところが分かりやすく思い
ました
・様々な「具体的な事例」を多く知りえたところが満足した
・オーバーツーリズムになる条件から自然、安全、地域への影響、今後の問題など世界の状況から国内の先
進地域の事例をもとに解決の糸口までの流れが非常にわかりやすかったです。また日本の遅れている点
（ルール・許可制度など）もわかりやすく。音素んで今後どのように進めていくべきかの指標も示してい

ただけた点も非常に良かったです。 沖縄県全体では難しい問題も地域であれば 現在の法令を利用しな
がら一定のルール基準が作れるのだと感じました。
・事業者はもちろんですが、一般の方にも安全や保全に関しての教育をしていきながら地域と自然環境を良
くしていければと思います。
・普段なんとなく考えていたこと、感じていたことを言語化していただいた点。
・本部町でも同じような問題を抱えており 解決策の参考になりました。
・満足だった点：現在、日本で実際に行われているオーバーツーリズムの対策例や真栄田岬で対策を行う場
合、想定される整備しなければならない事案などショップ登録制、他の地域の様に研修を受けた方のみ、1
年以上沖縄移住者などのルールや人数制限などこれからはあってもいいかと思いました。

（２）オンラインセミナー
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オンラインセミナー_資料

Q４.同様のセミナーや勉強会について、今後も実施を希望しますか？

（２）オンラインセミナー
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３．広報・意見集約

オンラインセミナー_資料

Q５.希望すると回答した方にお聞きします。（任意回答）

どの様な内容のセミナーや勉強会を希望しますか？

・海外の事例における具体的な内容について、伺う機会があればと思います。
今回の内容の深堀をお願いいします。

・沖縄県内のネイチャーガイドセミナー
・真栄田岬だけでなく、離島を含む沖縄の様々な観光やマリンレジャーにおける課題、環境課題や解決に向
けて必要なことを学びたい。
・オーバーツーリズムに関するセミナー
・人が与える環境に対する影響と水中生物に対する影響について 環境保護の方法について世界のマリンレ
ジャー産業との比較 海外のビジネスモデルや日本との法整備の違いなどを知りたい
・他の場所のツーリズムの仕方などはとても勉強になるのではと思います
・今後（未来）のダイビングビジネスのあり方。「ツーリズム」と「ダイビング」の融合についての見識を
深める。
・エコツーリズム推進法の活用、全体構想の策定に関するセミナー
・観光に関する学術的な知見や最新の動向についてインプットしていただきたい。
・同じようなセミナーを是非本部町でも開催して頂きたいです。
・実際に真栄田岬の保全、オーバーツーリズム対策を行えるようなステークホル

ダーとの調整方法など

（２）オンラインセミナー
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３．広報・意見集約

オンラインセミナー_資料

Q６.本日のセミナーの内容の理解度を５段階評価でお答えください。

（２）オンラインセミナー
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３．広報・意見集約

オンラインセミナー_資料

Q７.どのような点がわかりやすい、もしくはわかりにくいと感じましたか？

・それぞれの手法に事例を交えながら説明いただけたところ
・全体的にとてもわかりやすかった。
・聞き取りやすい語り方やテンポと、解りやすいプレゼン資料
・法的なものがどのぐらいまで通用するのかや施工までの期間など具体的な落とし込みが分かりやすく思い
ました
・様々な「具体的な事例」が多かった点が分かりやすかった
・オーバーツーリズムの定義からキャパシティーを超える状況、問題点、解決方法と順をおって説明いただ
けたのが非常に入りやすかったです。
・事例がとても身近であったため、わかりやすかった。
・法律に関してはいくつかある事が分かりましたが もう少しお話を聞きたかったです。
・国なのか、県なのか、自治体なのか、どこが動き出さなければならないのか、具体例や法律関係の面で理
解できたことはとても有意義でした。

（２）オンラインセミナー
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３．広報・意見集約

オンラインセミナー_資料

Q８.セミナー全体を通しての感想をお聞かせください。

・日本がこれまで環境保全に対して消極的だったことがわかりました。真栄田岬を保全することが沖縄全体
の環境保全につながる一歩になると感じました。 ありがとうございます。
・いろいろ条例がある事がわかり，今後の恩納村のオーバーツーリズムを回避するのに役立つと思います。
恩納村をNO GO LIST に載せないように地域でも出来ることを考えたいです。
・オーバーツーリズム防止のためどこでも金を払わないと見れない観光地ばかりになると金持ちしか絶景を
楽しめない世の中になるのではと心配になった。非常に興味深く拝聴させていただきました。悪質なガイド
問題の解決策の検討や他の成功例などもう少し深堀した話も聞きたかった。真栄田岬の場合 利用事業者は
名護や那覇からも来る。恩納村だけではなく沖縄県や環境省も巻き込んで進める為の方法論など興味は尽き
ない。続編としてのセミナーがあれば是非参加したいと思った。ぜひまた参加させていただきたいです。
・時間的配分と内容が良かった。本日は貴重な講義をありがとうございました。
・田中さん、落ち着いていて難しい制度や法律の話もわかりやすく説明していただけ、とても納得感があり
ました。お話がとても上手ですね。
・途中参加でしたが第三者的立場の専門家の方の意見は非常に理解しやすくとても良かったです。
・世界から見る日本の自然との付き合い方がとても遅れていることを知れたので今後の活動に生かしていき
たいと思いました。
・富士山ローソン問題もそうですが、日本の国土の狭さからどうやって問題を解決していくのかは難しいな
と感じました。人口も減っていく中で地方創生の手段としては観光はとても効果の高いものになります。イ
ンフラ整備なども視野に入れていかないと小さなレストランやローソンまでもが有名になるとすぐ

オーバーツーリズムとなり潰されてしまうのも問題なのではと思います。どんなにやってもスペース問題
というのは出てくるのでちょうどいいあまり来すぎず、来なさすぎずというところは難しく課題となってい
くのかとは思いました
・大変勉強になりました。あっという間の1時間半でしたが、凝縮させ、1時間にするとさらに充実したも
のになるかと思いました。
・今回のセミナーに参加された方は世界の状況と日本の遅れているところが明確に理解できる内容であった
と思います。今後目指していくべき方向性なども共有できたのでは。
・今後沖縄県全体の問題として オーバーツーリズムやルールを無視した事業者が増えて来ると思われます。
手遅れにならないように健全な事業者や協会、行政は動く事が大事だと思います。
・恩納村の取り組みを参考に本部町もこの問題に取り組んでいきたいと思います。
・真栄田岬は数年前と比べて値下げ、1グループの人数が変わったように思います。現在シュノーケルツ
アーでは1グループ、イントラ1人に対して4組8名など安く集客し全部一緒に行くツアーが多いです。洞窟
内でも1グループなら1分で終わる写真撮影も4組いるから4分かかり渋滞が起きています。その結果、私は
洞窟の中で子供を置き去りにされてる現場に遭遇し、ツアー中に知らない子供を抱っこして保護者がいるか
叫んで探しました。洞窟内では見つからず外にでてからようやくツアーガイドと合流できました。もう少し
値段を上げて2組までにするなど事故が起きない為にもなるし人数制限ができるのではないかと思います。
この内容もですがショップでも強弱があり、誰が言ったかわからないようにしもらえたら色んな意見が出る
のではないかと思います。

（２）オンラインセミナー
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３．広報・意見集約

オンラインセミナー_資料

Q９.恩案村におけるオーバーツーリズムについて、ご意見・ご要望をお聞かせ
ください。

・余りがんじがらめにならない程度に規制を強化して秩序は維持してほしい。環境保全のための適正な入域
税の徴収はしても構わないと思うが地元民の優遇は忘れないでほしい。京都の例にもあるような地元住民か
ら不満が出る状況は避けなければならない。真栄田岬周辺は最も早く問題が顕在化したという点でその解決
策は今後に大きく影響を及ぼすと思われる。サンゴの村宣言をした「村主導」によるリーダーシップに期待
すると共に協力してゆきたい。
・ポイ捨てや駐車違反に関してはレンタカーだけでなく、一定数地元の車や、基地関係者がいることも多い
と感じる。「観光客」による問題とするのではなく、そこを利用するすべての人に向けて、メッセージや課
題を提起すべきだと思う。
・「オーバーツーリズム」という言葉が県外からの観光を想起させるが、観光は地元の人でも対象となる。
実際には地元の人がやっているから、と後に続く県外からの訪問客もいるはず。観光客と地元民の溝を生む
ような告知や課題提起をせず、そこを利用する人全てを対象に告知をしてほしい。
・1日も早く、真栄田岬と地域住民の住み良い環境整備をお願いします。かなり深刻な状況だと察せられた。
実際に現地に伺って、この目で見てきます。
・真栄田岬の陸域からの事業者においては公共の施設を使っての営利目的営業行為は登録制にし、利用料の
徴収をすべきであると思います。 また、地元の方（一般客）の利用もある中で事業者が我が物顔で地元の
方に対する威圧的な行動もあると聞きますのでそういう事業者は制限しなければ公共の施設としての機能が
維持出来ないと思います。
・海域からの利用に関しては漁業の協力が必要ではありますがこの状況を理解出来ない漁師も多々いて反発
する者が出てくると思うのでそれが問題で漁業者が絡んでいるから問題が大きくなるのも一つの要因かと思
います。

・マリンレジャー専用のマリーナの整備が出来ればマリンレジャー事業者に対するルール作りもスムーズに
なると思います。現状、行政の対応が後手後手に回っているので早急に対策をとり健全な海の利用と健全な
事業者が恩納村で事業が出来る事を望みます。 抜本的な改革が必要です。
・駐車場での露店営業が禁止になっていますが、いまだに横行していたり、ピロティで金銭の受け渡しをし
ている事業者も見受けられます。また、真栄田施設付近に土地を借りて集合させ、そこで受付をしてから入
場する事業者も増えてきています。農地を借りて商売している事業者もいると聞いています。
・入域制限をすることでオーバーツーリズムは解消されるかもしれませんが、どのような事業者に対して入
域許可を与えるのかをしっかりと議論する必要があると思います。 自然環境を守りつつ高付加価値なサー
ビスを提供するために、環境税や入域料を徴収し、人員を配置するなど、立て看板や注意喚起だけではなく、
実効性があり、持続的な仕組みづくりを考えていけると良いと思います。環境保全活動を考えた時にハワイ
ハナウマ湾の事例を勉強し体験もしました。真栄田岬の駐車場、建物などインフラは整っており、保全、
オーバーツーリズムの施策を試しやすいインフラが整っていると思います。（多くの人の考えをまとめるの
はまだまだでしょうが）活動頑張ってください。

・駐車場での露店営業が禁止になっていますが、いまだに横行していたり、ピロティで金銭の受け渡しをし
ている事業者も見受けられます。また、真栄田施設付近に土地を借りて集合させ、そこで受付をしてから入
場する事業者も増えてきています。農地を借りて商売している事業者もいると聞いています。 入域制限を
することでオーバーツーリズムは解消されるかもしれませんが、どのような事業者に対して入域許可を与え
るのかをしっかりと議論する必要があると思います。 自然環境を守りつつ高付加価値なサービスを提供す
るために、環境税や入域料を徴収し、人員を配置するなど、立て看板や注意喚起だけではなく、実効性があ
り、持続的な仕組みづくりを考えていけると良いと思います。環境保全活動を考えた時にハワイハナウマ湾
の事例を勉強し体験もしました。真栄田岬の駐車場、建物などインフラは整っており、保全、オーバーツー
リズムの施策を試しやすいインフラが整っていると思います。（多くの人の考えをまとめるのはまだまだで
しょうが）活動頑張ってください。

（２）オンラインセミナー
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４．事前調査

（１）現状把握のための事前調査 実施概要

真栄田岬を中心とする周辺地域の利用実態やオーバーツーリズム等による周辺地域への
影響について調査（駐車場利用者、施設の利用者、乗船客数、周辺道路の混雑状況等）

現
状
・
問
題
点

施設の指定管理者が集計している駐車台数・コインシャワー利用回数等の統計データ
の活用によって、利用客数のコロナ禍前後の現況を推計できる。しかし、下記の問題点
が挙げられる。

海域を利用しない施設利用者もいるため駐車台数と実際の海域利用客数には乖離が生
じること、海域利用客が必ずしもコインシャワーを利用するとは限らないこと（ダイ
ビングショップ施設を利用）などから、海域利用客数の現況把握には不十分である。

近隣漁港からの乗船客数の統計データ（公表）はないため、乗船客の利用実態が不明
である。

2021年の実証試験時には入国制限等によりインバウントがほとんどいない状況下の
データであった。2023年シーズンからインバウンド等外国人の利用客数が回復してき
ており、コロナ禍後の現況を把握できていない。

課題（目的）： 現地で利用実態調査を行い、海域利用者数の現況を精度よく把握する。

施設の利用者、乗船客数の現況把握
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４．事前調査

（１）現状把握のための事前調査 調査の周知
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４．事前調査

（１）現状把握のための事前調査＿調査結果
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４．事前調査

（１）現状把握のための事前調査＿調査結果
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４．事前調査

（２）過年度取組等に関する情報整理

情報整理の考え方

1. 実証事業の概要

2. 事前調査の結果

3. 実証事業の結果

4. 協議会及び地域部会内容

5. アウトプット

「３．課題解決策の検討」で示した課題解決策の考え方をもとに、各種制度や仕組みが適合す
るか否かなどを協議会にて検討

出典：環境に配慮したマリンレジャー等の自然フィールド利活用に係る持続可能で高付加価値な海洋観光の推進に向
けた実証事業報告書
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会 概要

項目

開催目的

開催日程

議題・内容

真栄田岬にて発生している様々な事象について、問題とその要因を特定するとともに、恩納村の『持
続可能な観光』を実現するため、当該エリアの利用ルールや自然環境などへの負荷抑制等を図るため、
様々な制度や仕組みを活用しながら、オーバーツーリズムを防止するための方策について協議を行う。

内容

第1回： ９月３０日（月）14:00～16:00
第2回：１１月１８日（火）14:00～16:00
第3回：１２月 ２日（火）10:00～12:00 ※オンライン開催

開催形式
・対面形式 ※第３回のみオンライン開催
・構成員の中から互選によって座⾧を選出※座⾧は議事進行及び事務局との調整を行う。

・真栄田岬の利用実態及びオーバーツーリズムの現状や課題について共通認識を図る
・『持続可能な観光』の実現に向けた具体的な制度や仕組みの構築について検討する
・課題解決策の実行するための『計画、組織、財源』等について、アクションプランを検討する

運営方式
・事務局にて司会進行を行う（プロジェクトマネージャー/片瀬）
・事務局にて事前の調整、開催準備、当日運営、資料作成等すべての業務を行う
・協議会の議事内容はデジタルデータに記録するとともに議事録を作成する

構成員
・構成員（協議会委員）は、恩納村⾧の委嘱を受けた地域関係者、行政関係者、学識関係者等で構成
・構成員リストは別紙参照

恩納村の『持続可能な観光』を実現するため、真栄田岬周辺エリアをはじめとしたオー

バーツーリズムの問題について共通認識を深め、課題解決に向けた具体的な取り組みにつ

いて検討するための協議会を開催した。
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協議会まとめ

■主な議題
真栄田岬周辺の利用実態について、過年度調査結果と合わせて共通認識を図った
■委員からの意見・指摘
・現在発生している問題の要因、種別、影響の範囲などを整理すべき
・解決すべき問題について数値で見えるようにし定量化して目標設定すべき

第１回

■主な議題
『持続可能な観光』の実現に向けた制度や仕組みについて検討
■委員からの意見・指摘
・当該エリアの利用について制限を設けるべき（事前申請、登録、許可制度など）
・環境保護のため量的な利用制限を導入すべき（キャリングキャパシティ）
・上記を実現するための手段として「エコツー法」の導入を進めるべき

第２回

■主な議題
・取り組みを進めるための方向性や実行計画について
■委員からの意見・指摘
恩納村エコツーリズム全体構想の策定（利用のルール導入）について協議会で承認
（前提条件）
・多様な関係者の参画を促す仕組みや制度の構築
・観光客、住民、事業者等、すべての関係者の理解促進や意識啓発
・自立、自走可能な運営体制の確立（組織、計画、財源など）

第３回



５．協議会の開催

（）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会 出席者

第１回協議会_委員出席者

順不同、敬称略

★委員⾧

団体種別 所属・役職 氏名（ふりがな） 出欠

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー

国内事業部⾧
金城修（きんじょうおさむ） ○

（一社）恩納村観光協会 事務局⾧ 名城一幸（なしろかずゆき） ×

恩納村マリンレジャー協会 会⾧ 内原靖夫（うちはらやすお） ○

（一財）沖縄マリンレジャーセーフティー

ビューロー　事務局⾧
前原　勉（まえはらつとむ） ○

恩納村商工会 事務局⾧ 安村祥子（やすむらしょうこ） ○

自治会（山田区）区⾧ 比嘉茂（ひがしげる） ○

自治会（真栄田区）区⾧ 安冨祖正也（あふそまさや） ○

自治会（塩屋）区⾧ 宮平英太（みやひらえいた） ×

自治会（宇加地）区⾧ 饒波永善（のはえいぜん） ○

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課⾧ 山川優（やまかわまさる） ×

沖縄県環境部自然保護課⾧ 出井航（いでいわたる） ×

有識者
（公財）日本交通公社 おきなわサステナラ

ボ　ラボ⾧
中島泰（なかじまゆたか） ○

有識者 
琉球大学国際地域創造学部観光地域デザイン

プログラム准教授
大島順子（おおしまじゅんこ）★ ○

恩納村役場企画課⾧ 喜久山隆（きくやまたかし） ○

恩納村役場農林水産課　課⾧ 平安名盛常（へんなもりつね） ○

業界団体

地域団体

自治体

観光関係団体・DMO
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恩納村オーバーツーリズム抑制による観光推進事業 

第１回恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会 

次第 

 

日時：令和 6 年 9 月 30 日（月）14：00～16：00 

              会場：恩納村役場 庁議室 

                  

 

1. 開会 

2. 委嘱式 

3. 恩納村⾧挨拶 

4. 委員紹介（皆様より自己紹介） 

5. 恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会運営要綱 

6. 事業概要について 

7. 過年度実証事業について 

8. 真栄田岬周辺地域における現状について 

9. 意見交換（助言・提言） 

10. 今後の進め方 

11. 閉会 

 

 

【配布資料】 

資料１：次第  

資料２：協議会委員名簿  

資料３：恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会運営要綱 

資料４：恩納村オーバーツーリズム抑制による観光推進事業 事業概要 

資料 5：過年度実証事業（報告書抜粋版） 

 

（別紙） 

別紙 1：真栄田岬の海洋観光にかかる利用実態、地域・環境負荷把握の調査項目 

別紙 2：真栄田岬周辺地域における問題の整理（一覧） 

別紙３：沖縄県全域における水難事故発生状況 

別紙４：真栄田岬周辺活性化施設 駐車場利用数 

 

資料１
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資料２

恩納村オーバーツーリズム抑制による観光推進事業 

第１回恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会 

委員名簿 

 

※敬称略・順不同 

所属・役職 氏名（ふりがな）

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー 国内事業部⾧ 金城修（きんじょうおさむ）

（一社）恩納村観光協会 事務局⾧ 名城一幸（なしろかずゆき）

恩納村マリンレジャー協会 会⾧ 内原靖夫（うちはらやすお）

（一財）沖縄マリンレジャーセーフティービューロー　事務局⾧ 前原　勉（まえはらつとむ）

恩納村商工会 事務局⾧ 安村祥子（やすむらしょうこ）

自治会（山田区）区⾧ 比嘉茂（ひがしげる）

自治会（真栄田区）区⾧ 安冨祖正也（あふそまさや）

自治会（塩屋）区⾧ 宮平英太（みやひらえいた）

自治会（宇加地）区⾧ 饒波永善（よはえいぜん）

（公財）日本交通公社 おきなわサステナラボ　ラボ⾧ 中島泰（なかじまゆたか）

琉球大学　国際地域創造学部   観光地域デザインプログラム   准教授 大島順子（おおしまじゅんこ）

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課⾧ 山川優（やまかわまさる）

沖縄県環境部自然保護課⾧ 出井航（いでいわたる）

恩納村役場企画課⾧ 喜久山隆（きくやまたかし）

恩納村役場農林水産課　課⾧ 平安名盛常（へんなもりつね）
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恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会運営要綱 

令和６年９月 24 日

要綱第 109 号

 

（趣旨） 

第１条 恩納村の観光において、マリンレジャーは重要コンテンツの一つであ

るが、利用者が集中する真栄田岬は許容量を超える利用者が訪れることによ

る環境負荷（サンゴ礁の減少、自然生物への悪影響）やオーバーツーリズムに

よる地域への負荷（違法駐車、交通渋滞、維持管理コストの増加等）、安全面

の問題（事故等の増加、リスクの増大）等の弊害が懸念されている。 

  持続可能な観光地域づくりを実現するためには、地域のあるべき姿をイメ

ージし、地域の実情に応じた具体策を講じる必要がある。 

  真栄田岬における課題解決及び持続可能で高付加価値な海洋観光を促進す

るために事業者を広く募り、恩納村 SDGs 推進計画と合致した「持続可能な観

光」の実現を図るため、地域の多様な関係者による協議会を開催し、具体的な

方策について検討を行う。 

（名称等） 

第２条 前条の協議会の意見を聴取するための会合は、恩納村オーバーツーリ

ズム抑制対策協議会（以下「協議会」という。）という。 

（意見等聴取事項） 

第３条 恩納村は、協議会の構成員となる者から、次に掲げる事項に関する意見、

要望等を聴取する。 

(1) 真栄田岬の利用の在り方に関すること。 

(2) オーバーツーリズム対策の手法に関すること。 

(3) 合意形成の仕組みに関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、オーバーツーリズム対策に関し恩納村が必要

と認める事項 

（構成員） 

第４条 協議会の構成員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから

恩納村が決定する。 

(1) 地域住民等代表者 

(2) 観光及び環境に関し見識を有する者 

(3) 観光関連団体の関係者 

(4) 関係行政機関職員 

(5) 前各号に掲げる者のほか、恩納村が必要と認める者 

（委員） 
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資料３

第５条 協議会は、委員長、副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（任期） 

第６条 協議会の任期は、その年度の末までとする。 

（会議） 

第７条 委員長は委員を招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は委員の過半数をもって開催することとする。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 委員長は必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は

説明を聞くことができる。 

（作業部会） 

第８条 委員会は必要に応じて委員会の下部組織として作業部会を設置するこ

とができる。 

２ 作業部会の構成員は、委員長が指名する。 

（関係者の出席等） 

第９条 協議会の委員（委員長が選任されている場合にあっては、委員長）は、

協議会として恩納村に対する意見をとりまとめるに当たり必要と認めるとき

は、関係者の意見又は説明を求めるため、当該関係者を参考人として協議会に

出席させることを恩納村に対し依頼することができる。 

２ 恩納村は、前項の規定による依頼があった場合は、その要否を検討し、必要

と認めるときは、当該関係者に協議会に出席し、意見又は説明をするよう依頼

するものとする。 

（庶務） 

第 10 条 協議の庶務は、商工観光課において処理する。 

（協議内容等の公表） 

第 11条 恩納村は、協議会の会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

ただし、委員の全員が公開することを求める場合にあっては、この限りでない。

２ 恩納村は、協議会における会議の概要について後日に公表するものとする。

（補則） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

62



５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会 配布資料
別紙１

63



５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会 配布資料
別紙１

64



５．協議会の開催
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別紙１

71
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別紙２

資料6：真栄田岬周辺地域における現状について
発生している事象 問題の範囲と影響（誰にとって、どのような） 原因（発生原因）

自然 地域 安全 陸域 海域 法令 条令 基準

サンゴへの接触、踏圧、破壊、魚の餌付け行為 ● ● ●
サンゴ礁をはじめとした生態系への悪影響によって、漁業、観光業の衰退、自然災害等の被害拡大が懸念さ
れる。

・明確なガイドラインがない・環境教育がされていない・事業者の意識が低い

交通渋滞の発生 ● ● ●
周地域住民及び観光客に影響。時間的、経済的損失を発生されるとともに、騒音やゴミ、交通事故なども懸
念される。

・許容量を超えている
・

駐車場のオーバーフロー（許容量超過） ● ● ● 入庫待ち車両による道路の占有、交通渋滞、事業者にとっての時間的、経済的損失の発生。 ・許容量を超えている

路上駐車、違法駐車の発生 ● ● ● ● 緊急車両や農業車両の妨げとなっている。近隣住民の交通の妨げや事故の危険が発生する。 ・許容量を超えている

漁港での現地集合、解散（無許可での駐車） ● ● ● ● 目的外利用にあたる ・明確なルールが無い、または周知不足、ガバナンスが効いていない

日雇いガイド ● ● ▲ 責任所在が不明瞭な営業行為となる恐れ。保険の適用や顧客サービスにおいて違約となる恐れがある。 ・ルールが無い

顧客のシェア（労力の貸与） ● ● ▲
事業者間で労働力をシェアしていることで、顧客に対する安全管理責任等の所在が不明瞭になる。事故が発
生した場合の補償などに影響。

・ルールが無い

ゴミのポイ捨て、放置 ● ● ● ● ● ゴミが放置された場合、回収・処理を地元住民や行政が税金をかけて行う ・許容量を超えている、ゴミ箱が少ない、マナー違反

騒音の発生 交通渋滞、路上駐車など常態化することで、騒音被害が発生。地元住民にとっての迷惑行為となる ・許容量を超えている

１対多数でのガイド行為 ▲ ●
１名のガイドが大人数のゲストをガイディングすることで、ロストするリスクが高まる。またはサービス瀕

す津賀低下し満足が低下する。
・コンプライアンス意識が低い。

海域全体、洞窟内の混雑発生 ● ● ● ● 許容量を超えた海域利用者。混雑等による満足度の低下が懸念されている。 ・ローカルルールの周知が難しい。マナーを守らない。許容量を超えている。

遊泳者近辺でのジェットスキー運航 ● ● ▲
遊泳者付近での運航により、接触のリスクなどが発生している。

規制やガイドラインもないため野放し。事故につながる可能性が高い。
・そもそも明確な利用ルールやゾーニングがされていない

駐車場での露店営業行為 ● ● ● ●
駐車場の目的外利用、占有行為に抵触。露店営業を野放しにすることで、不適切な事業者が質の低いサービ

スを提供する遠因となっている。
・周知不足、事業者の無知、取り締まりが弱い、駐車料金が安い

漁港での営業行為 ● ● ● ● 目的外利用に抵触。構内での事故につながる恐れ。 ・漁業者も関与しているケースがある。

無届での事業行為 ● ● ● 条例違反。事実上取り締まりでいていない。 ・取り締まりが緩い、モラルの低下

海域の正確な利用者数が把握できていない ● ● ● ● 日別、時間別の利用者数及び種別の算出ができていない ・登録制度や利用者申請などのルールが無い

事業者名など利用者が分からない ● ● ● ●
利用者の内情が把握できていない。トラブル、事故があっても把握できない。是正しようにも注意ができな
い。

・登録制度や利用者申請などのルールが無い

小型旅客船の登録、申請 ● ● ▲ ▲
※ダイビング・シュノーケルにおける有償での輸送行為にあたるが、不定期航路事業許可申請の免除対象と
なっている

・漁業者にとっては割の良い副業であることから規制や制限をかけられたくない

公園施設に機材を置いている（２００個以上） ● ● ● 施設の占有。 事業者のマナー違反、ガバナンスの欠如

一般利用者の増加（ガイドなし） ● ● ●
ガイド、事業者を利用しない個人利用者が増加しており、マナーやルールを知らない、危険行為に及ぶ、ガ
イドツアーとバッティングするなどの問題が発生

観光客の増加、認知度の向上、SNS等での情報拡散

一般利用者と事業者が混在している 同上 同上

無届と思われる外国人事業者の急増 ● ● ● ● 条例違反。事実上取り締まりでいていない。 条令を知らない、ガバナンスの欠如

体調不良、事故の際の緊急対応、医療機関 ● ● ● ● 近隣に対応可能な医療危難が無い。 ※地域全体の課題

近隣駐車場での集合、営業行為 ● ●
真栄田岬周辺に賃貸駐車場を借りて仮店舗扱いにして営業行為をしている。

法令や条例に抵触する行為ではないが、サービスの質の低下を招いている。
駐車場での営業行為禁止⇒駐車場を賃貸契約し営業

乗船料が安すぎる 薄利多売の要因の一つ ・漁業者の自由

漁業関係者との連携（意思疎通）が図れていない 不適切な事業者も営業可能になる。漁港の目的外使用ともつながる ・漁業者にとっては割の良い副業であることから規制や制限をかけられたくない

水上安全条例の届出をしていない事業者の存在

①潜水②アクティビティ③ボート④マリーナ⇒3,700業者 石垣、宮古、那覇、石川（管内）⇒個人、小規模事業者が多数⇒無店舗、現地集合・解散、

事業者の数、名称等把握できていない ・陸域からのエントリーが増大している（一般利用者も混在する）⇒

塩屋区⇒無店舗事業者も増えている、一般観光客も増加 規制をすべき、サンゴが失われる、生活環境に悪影響（渋滞、違法駐車、観光客が集落内をうろつく不安）

（安村さま）ハワイ島の事例の共有

前兼久漁港の問題⇒漁業活動にも支障が発生
観光関連施設整備事業⇒公園、トイレ等のマリンレジャーのための施設
大型駐車場の整備⇒構内の問題は解消されつつある⇒

エリア分野 法令・条令・基準に抵触

資料6：真栄田岬周辺地域における現状について
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（※令和６年度＝8月末時点）
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第１回協議会_議事録（要約）

令和６年９月３０日開催日時

1. 開会
2. 委嘱式
3. 恩納村⾧挨拶
4. 委員紹介（皆様より自己紹介）
5. 恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会運営要綱
6. 事業概要について
7. 過年度実証事業について
8. 真栄田岬周辺地域における現状について
9. 意見交換（助言・提言）
10. 今後の進め方
11. 閉会

次第

第１回協議会 議事内容

■開会
事務局より開会のアナウンス

■委任状交付
⾧浜村⾧による委任状の交付
村⾧よりあいさつ

■委員紹介
各委員による挨拶

■議事
資料４事業概要説明

■質疑応答
委員I
第3回の協議会で、今後の取り組みについて取りまとめるとあるが、今年度具体策をまとめるのか、次年
度以降に継続的に取り組むのか？

事務局
今年度は様々な事象の整理を行い、戦略の方向性（指針）について検討することが目的となる。例えば、
事業者や住民からの声として、議論に参加する場がないという声がる。誰もが参加できる場づくりなど、
検討を進めるフレームや、解決すべき課題の絞り込み、その解決方法などについて、解決策を図っていく
ための具体的な各種制度や仕組みなど方向性と手法を定めていただきたい。

委員A
P2の顕在化している懸念事項等について、交通渋滞や違法駐車、駐車場での露店営業など、具体的な数値
はあるか？
また、改善していく上での具体的な目標数値はあるのか？

委員⾧A
過年度事業の中で説明する
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第１回協議会 議事内容

委員I
事務局は現場を見ているか？

事務局
事務局が事前調査などで現場を来訪し、現地調査や地域住民、関係者へのヒアリング調査を行っている

事務局
次第7過年度実証事業について事務局より説明

委員⾧
次第7過年度実証事業について質問はないか

委員G
令和四年度あたりからコロナが収束に入り、そこからあの観光客が戻ってきている。この調査の時は日本
人の観光客が多かったが、中国台湾あたりからコロナ前以前に戻ってきています。施設として駐車場での
露店営業を禁止にし駐車場のあの適正利用を図った。利用者が朝から占有する行為が減少し駐車場の回転
率は良くなったが、令和五年度は利用者数が 42 万人を超えた。
事業者による駐車場の占有行為は改善されたが、一般観光客が急増しており、駐車場の混雑に関する根本
的な解決はされていない。

委員E
海の混雑状況について、集中する日が決まっているのか。
海の中に入ると、人の足しか見えないなどの観光客からのクレームもある。

委員G
駐車場の占有行為は改善されたが、真栄田岬周辺地域に駐車場を借りて、そこから真栄田岬を利用してい
る業者も多くなっている。
真栄田岬へ来訪者自体は減っていない。

委員⾧
利用者が集中する月、令和３年度の利用者数カウントを行った際の曜日と利用者数の相関はあるのか

委員G
GWから９月末が繁忙期となる。
夏休みから９月半ばは、曜日関係なく来訪者が増加する。

事務局
最新の駐車場の利用状況（日別）を見ると、繁忙期は曜日関係なく、多くの利用者が訪れている。８月は
１か月間で20，677台の利用があった。（１８０台が満車。）
※１台当たりの平均乗車人数は2.3人/台として算出。
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第１回協議会 議事内容

委員⾧
真栄田岬における過年度実証事業から利用実態が見えてきたが、ほかの問題や改善すべきことなどあるか

委員I
真栄田岬以外の、裏真栄田も利用者が非常に増加している。歩いてリーフから利用している観光客が多く
いるが、サンゴの踏圧被害など増えていないか懸念している。

委員G
海況が荒れた日などに、特に利用者が多い。

事務局
裏真栄田他、周辺状況の実態も把握している。ショップから歩いて直接エントリーしている観光客や、駐
車場集合・駐車場解散をしている事業者も存在している。
また、トラックの荷台に機材を積み込み、実質的な路上営業をしている事業者も散見されるが、正確な事
業者名や利用状況などは把握できていない。
今後さらに調査を進めていきたい。

委員⾧
多くの問題が出てきているが、次に真栄田岬周辺地域の状況等について説明する

事務局
実証事業の中でおこなったモデル実証について、改めて説明する。
１か月の期間限定で入域制限を行った。
前提要件として、利用事業者にはサンゴの保全を目的とした「greenfins」について周知し、行動規範を遵
守するよう促した。
また、利用の際には事前登録をお願いした。
真栄田岬海域については、一人当たりの利用時間を１００分として、１時間当たり２００名を上限とした。
実際には届出等、実証事業に協力した事業者は半分程度だった。
ほとんどが、恩納村ダイビング協会の加盟事業者だった。
実証実験に協力的な事業者は少なく、現場のスタッフが恫喝されたりするケースも見られた。
駐車場の露店営業等も含めて、事業者のこの取り組みに対する環境や安全、あるいはその社会環境等に対
するモラル意識はかなり低い実態が明らかになったといえる。
また、実証事業で見えてきた課題としては以下である。
・交通渋滞
・路上駐車
・ごみのポイ捨て、放置
・駐車場内での露店営業
・前兼久漁港での現地集合、解散
・海の利用マナー（サンゴへの接触、餌付け）
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第１回協議会 議事内容

委員⾧
発生している事象について整理している。ほかに起きている問題や抜けている課題などあればご意見をい
ただきたい。

委員D
参考までにマリンレジャー事業者の実態について説明する
沖縄県では、マリンレジャーを営む事業者は水上安全条例に基づく公安委員会に対する届出を義務付けて
いる。
届出は３業種あり、①プレジャーボート②潜水業③ビーチとなる。
現在約 3700 業者が届出されている。複数の事業を届けている業者があるため、1400事業者程度と考えて
いる。
恩納村は石川署管轄であるが、県内 14 の管轄のうち、四番目に届け出事業者が多い。また、一人親方や
パパママショップと言われている小規模な事業者が多く、店舗を持たずに現地集合・現地解散型の営業を
している。これは禁止されていない。

委員C
真栄田岬に事業者が集中していることは協会も把握している。
現在正会員が 47 社、賛助会員（村外） 13 社。
それ以外の事業者は全く把握できていない。
真栄田岬をはじめとした海の利用ルールについては、以前からの課題である。
事業者が一般利用者に対して嫌がらせをしたり、恫喝したりする事例も報告されている。モラルが崩壊し
ている。

委員H
塩屋でも業者が増えている。店舗を持たない業者も増えている気がする。
規制を強化しないと、オーバーツーリズムの問題はなくならない。
海況が荒れていても入っている。
地域の声も活かしてもらい、ルール作りを進めてもらいたい。

委員G
日雇いガイドの問題もある。フリーランスで店舗の下請けを生業としている。
保険や責任問題がはっきりしない。死亡事故や損害が発生した場合、催行責任はだれにあるかなど不明瞭。

委員⾧
水難事故の状況について説明する
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第１回協議会 議事内容

事務局
沖縄県全体の事故発生状況について説明
令和４年度罹災１４０件中/４０名が死亡（内２名は子供）
※一般か事業行為かは不明

観光統計実態調査をもとに、観光客全体の7% （７０万人）がダイビングを行っており、年間70万人のう
ち40人が亡くなっている。
令和五年度は死亡事故が60人となっている。
オーストラリアのケアンズでは、年間２６０万人が海の観光を楽しんでいるが、死亡事故は2人程度。
沖縄県全体として罹災件数や死亡事故が非常に高い状況にある。

委員⾧
26の項目で、現状と課題についてまとめてあるが、今後整理をしていく必要がある。皆さんからのご意見
も踏まえ、課題を整理していく。

委員L
問題の階層の整理と、原因を整理する必要がある。
各数字を定量的に見える化する必要がある。

委員N
漁港内の目的外利用や無断駐車が問題となっており、観光利用の施設を整備している。
令和４年度から前兼久漁港内に駐車場を整備して、無断駐車等は軽減されている。
一方、前兼久から出航する船の９割が青の洞窟を目的とした観光利用となっている。規制等を行う場合理
解を得られるかが懸念される。

委員⾧
まだ言い尽くせないところもあるかと思うが、次回以降も皆さんからしっかりとご意見いただきながらす
すめたい。
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第２回協議会_委員出席者

順不同、敬称略

★委員⾧

団体種別 所属・役職 氏名（ふりがな） 出欠

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー 国内事業部⾧ 金城修（きんじょうおさむ） ○

（一社）恩納村観光協会 事務局⾧ 名城一幸（なしろかずゆき） ○

恩納村マリンレジャー協会 会⾧ 内原靖夫（うちはらやすお） ○

（一財）沖縄マリンレジャーセーフティービューロー　事務局⾧ 前原　勉（まえはらつとむ） ✕

恩納村商工会 事務局⾧ 安村祥子（やすむらしょうこ） ○

自治会（山田区）区⾧ 比嘉茂（ひがしげる） ✕

自治会（真栄田区）区⾧ 安冨祖正也（あふそまさや） ○

自治会（塩屋）区⾧ 宮平英太（みやひらえいた） ○

自治会（宇加地）区⾧ 饒波永善（のはえいぜん） ○

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課⾧ 山川優（やまかわまさる） ✕

沖縄県環境部自然保護課⾧ 出井航（いでいわたる） ✕

有識者 （公財）日本交通公社 おきなわサステナラボ　ラボ⾧　 中島泰（なかじまゆたか） ○

有識者 琉球大学国際地域創造学部観光地域デザインプログラム准教授 大島順子（おおしまじゅんこ） ○

恩納村役場企画課⾧ 喜久山隆（きくやまたかし） ○

恩納村役場農林水産課　課⾧ 平安名盛常（へんなもりつね） ○

業界団体

地域団体

自治体

観光関係団体・DMO
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料１

恩納村オーバーツーリズム抑制による観光推進事業 

第 2 回恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会 

次第 

 

日時：令和 6 年 11 月 18 日（月）14：00～16：00 

                会場：恩納村役場２階 大会議室 

                  

 

1. 開会 

2. 第１回協議会振り返り 

3. 課題解決に向けた施策（事務局案）について 

4. 意見交換（助言・提言） 

5. 今後の進め方 

6. 閉会 

 

 

【配布資料】 

資料１：次第  

資料２：第 1 回恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会振り返り 

資料３：課題解決に向けた施策（事務局案）について 

 

（別紙） 

別紙 1：過年度実証事業の概要（全体像） 

別紙 2：真栄田岬周辺活性化施設及び当該海域の利用実態調査 

別紙 3：事例 
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料２
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３

3

第2回協議会の審議事項

①事務局より提示する課題解決に向けた施策案の承認

②追加事項について
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

別紙１

別紙２
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

別紙３

事例

1

資料３

エコツーリズム推進法：慶良間地域

3

内容項目

自然環境の保全や再生、自然環境の適正な利用を行うとともに、地域の生活や経済を維持し発展
させるものと位置づけする。また、楽しい環境学習の機会提供により、地域の自然環境のことを
考え行動する人材の育成にも貢献する。

全体構想の目的

渡嘉敷村と座間味村は生活文化が共通しているほか、両村ともスキューバダイビング等の海域を
利用した観光が主要産業であり、慶良間地域の海域を共有している。

エコツーリズムを推
進する地域

●「慶良間のサンゴ礁」などの動植物の生息地・生育地
●「阿波連ビーチ」「阿真ビーチ」等主たる自然観光資源

慶良間地域エコツーリズムガイドラインを策定し、訪問客、住民、事業者向けにそれぞれのルー
ルを設定ルール

●サンゴ群集はダイビング等による利用が過剰になると損なわれる恐れがある自然観光資源であ
るため、サンゴ群集の分布域を特定自然観光資源として渡嘉敷村⾧及び座間味村⾧が指定する。

●サンゴ群集の分布域である推進30m以浅の海域が対象となる。
特定自然観光資源の
指定

特定自然観光資源に指定するサンゴ群集等を保全するために、立入人数の適正化を図り、過剰利
用を防ぐ事故や災害等の非常時に必要な応急措置を行うために立ち入る場合や、漁業を営むため
の立入り等については対象外とする。

立入の適正化による
利用調整

渡嘉敷村⾧、座間味村⾧は、特定自然観光資源が適切に保存されるように、立入り承認をする際
の基準を設ける。立入り承認基準

• 以下は慶良間諸島で策定されたエコツーリズム推進全体構想の内容となる。（一部抜粋）

出典）慶良間地域エコツーリズム推進全体構想より一部抜粋 出典）慶良間地域エコツーリズム推進全体構想より

6

座間味村エコツーリズム推進協議会
・エコツーリズム推進全体構想の作成・変更
・エコツーリズムの推進に係る連絡調整

座間味村役場
・協議会事務局 ・立ち入りの承認

渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会、
渡嘉敷村

座間味村商工会
・普及啓発活動 ・情報の発信 ・プログラムの開発

座間味漁協
・特定自然観光資源指定への同意

・海域利用ルールの検討

座間味村ホエールウォッチング協会
・クジラ個体識別調査

地域住民（各区）
・地域の歴史文化の

発信

座間味村教育委員会
・環境教育

座間味村ダイビング協会
あか・げるまダイビング協会
・海域利用ルールの検討

渡嘉敷村役場
・協議会事務局 ・立ち入りの承認

座間味村村エコツーリズム推進協議会、
座間味村

渡嘉敷村商工会
・普及啓発活動 ・情報の発信 ・プログラムの開発

渡嘉敷漁協
・特定自然観光資源指定への同意

・海域利用ルールの検討

国立沖縄青少年交流の家
・人財育成 ・環境教育

地域住民（各区）
・地域の歴史文化の

発信

渡嘉敷村教育委員会
・環境教育

渡嘉敷村ダイビング協会
・海域利用ルールの検討

渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会
・エコツーリズム推進全体構想の作成・変更
・エコツーリズムの推進に係る連絡調整

※互いに
委員として参加

一号委員 一号委員

二号委員

阿嘉島臨海
研究所

・モニタリング結果取りまとめ
・保全再生活動に関するア

ドバイス

沖縄観光コンベン
ションビューロー

・推進協議会の活動への
支援

・全県的な視点からのアド
バイス

NPO法人沖縄県ダイビ
ング安全対策協議会
・本島側事業者の意見取りまとめ

・保全再生活動に関する周知徹底

関係行政機関
（沖縄県・国）

・推進協議会の活動への支援
・全国的・全県的な視点からのアド

バイス

サンゴ礁保全利用部会
・慶良間海域の利用ルールについて検討し両

協議会に提案
・計画に基づく保全利用活動の実施 等

エコツーリズム推進法：慶良間地域
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

別紙３

■地域自然資産法：竹富町地域

12

実施者内容項目

ー

１．亜熱帯の自然と島民の暮らしが育んだ生態系と農村集落景観を保
持・再生すること。

２．目的１を達成するための調査研究、技術の継承、人材育成を推進
するとともに必要な協力体制と財源を確保すること。

実施目的

ー
実施主体は、竹富町とし、自然環境保全などに係る活動及び入域料の収受は、
竹富町から委託などを受ける（一財）竹富町地域自然資産財団が担う。実施主体

島民、島外協力者、
観光客、協力事業
者等

●海岸、砂浜、白砂道等の水辺の開放と適正な管理に取り組む。
●島の自然素材の伝統家屋等の活用
●石積み、白砂道等の補修・管理

景観維持・美化

島民、島外協力者
観光客等

●サンゴ植付・管理
●魚垣（ながき）の再生海域再利用

島民●上記各種事業に係る自主ルールの制定と実施自主利用ルール制定
及び実施

島民、
島外協力専門機関

●海域
水質、利用料（遊漁、ダイビング利用者数等）と、海藻、サンゴ被度、魚介
類の生息状況の関連性等

●海岸
海岸地形、海浜粒度組成、利用（入域観光客数等）と植生及び一時から高次
消費者の生息状況、及びそれらの関連性等

海域・海岸生態系の
調査研究

• 以下は竹富町で計画されている事業実施体制及び内容となる。（一部抜粋）

出典）慶良間地域エコツーリズム推進全体構想より一部抜粋
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

別紙３

14

【海外事例 エリアマネジメント:ハナウマ湾（ハワイ）の事例】

ハナウマ湾における観光地マネジメントの事例

• ハナウマ湾の概要は以下の通り。

• オアフ島南東部に位置するハワイでも人気スポットであり、スノーケルと海水浴が主な利
用形態となる。

• ハワイ州政府、ホノルル市、ハワイ大学が連携して管理を行っており、定期的な水質調査の実
施や自然保護プログラムなとの策定も行っている。

• 1967年に海洋保護区に設定されたが、80年代頃をピークに過剰利用の状態となり、生態系へ
のダメージや利用体験の質の低下が懸念され始めた。

• 1990年にハナウマ湾マネジメントプランを策定し、適正利用の取り組みを開始。
→駐車場（300台）による総利用者数の規制
→週１回の休湾日を火曜日に設定
→入湾料として、一人当たり＄7.50を徴収。ただし、12歳以下の子どもと州の住民は免除
→餌付けの禁止、禁煙および禁酒
→ビデオプログラムによる事前学習（湾の生態系および利用ルール）
→地元ボランティアガイドによるガイドの実施

出典:海外先進地視察等委託事業 実施報告書より（座間味村）

■海外事例：ハワイ_ハナウマベイ

15

出典:海外先進地視察等委託事業 実施報告書より（座間味村）

●ハナウマ湾の許可制度

【許可制度創設の背景】
• 王族の保養場所として使用されていた場所であることから、歴史的価値、自然環境、景観などが観光客を呼び込む

こととなる。
• 観光客が増えたことや、地元民の釣り等の乱獲がおきるなど、無秩序な利用が起きていた。
• それらの現状を鑑み、1967年から自然破壊を抑制するために州政府、ホノルル市、ハワイ大学と連携し規制が始

まる。
• ただ、スキューバダイビング事業者との取組連携はなく、ホノルル市公園レクリエーション課へ営業許可を申請し

、許可を受けた事業者が利用できる。

【許可制度の概要】
• 許認可制度で、一定の基準（保険、インストラクターの指導レベル、納税証明）を満たした事

業者のみ商業利用が可能。
• ツアーオペレーターに対する年間許可件数は６社で毎年抽選で決定される。そのほか、月間の許認可が５社、日ご

との許認可（数社）が設けられている。
• 許可を受けた事業者は1日に複数回のツアーが実施できる。
• この許可制度は、商業目的のダイビング事業者である。傾向として、老舗の事業者の方が認可の優先度が高く、新

規参入の事業者にはハードルが高く設定されている。
• 許認可に係る費用は１年で900ドル（１か月75ドル）、4日間で40ドルをホノルル市公園レクリエーション課に支

払う。

■海外事例：ハワイ_ハナウマベイ

16

■海外事例：ハワイ_ハナウマベイ

●ハナウマ湾のマネジメントに関する内容は以下の通り。

【自然保護区（ビジターセンター）の運営】
• 収入は入場料、売店の販売収入、トラムの乗車料、駐車料金となる。
• ホノルル市や政府からの予算は充当されておらず、上記の収入で運営を賄っている。
• 自然保護区への入域については、窓口にてチェックインを行うこととなり、人数の確認と許可証の確認を行う。

新型コロナウィルス感染拡大前の１日の利用者数は2,500名～3,000名ほどとなる。
• ビジターセンターでは、ハナウマ湾の歴史や環境保全、安全管理について紹介したブリーフィングビデオを試聴

する導線となっている。

【その他特記事項】
• ハナウマ湾において、最も事故が多いのはスノーケルである（年間５件ほど）。そのためライフガードが８名常

駐しているものの、ピーク時には人員が不足している状況が続いていた。

【取組効果】
• 人数管理や休湾日を設けたことで、海域の自然環境保護がうまく進んでいる。
• また、営業許可制度の導入により、事業者の乱立を抑制することができている。また、申請をするにあたり、一

定の基準を満たしていることや老舗事業者が守られる構図となっていることから、価格競争が生じにくい環境が
ある。

• ブリーフィングビデオの視聴は、一般利用者に対するリスペクトを醸成する機会となっており、環境配慮および安
全管理の意識醸成に繋がっている。

出典:海外先進地視察等委託事業 実施報告書より（座間味村）
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第２回協議会_議事録（要約）

令和６年１１月１８日開催日時

1. 開会
2. 第１回協議会振り返り
3. 課題解決に向けた施策（事務局案）について
4. 意見交換（助言・提言）
5. 今後の進め方
6. 閉会

次第

第２回協議会 議事内容

■開会
事務局より開会のアナウンス

■議事
事務局
資料２：第1回恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会振り返りの説明

委員⾧
資料２についての質問はあるか

委員
ない

事務局
資料３：課題解決に向けた施策（事務局案）についての説明

委員⾧
資料３についての質問はあるか

委員⾧
個別に登録料や更新料がかかるのでは？

事務局
考え方として費用負担は基本的には、地域の自治体が負担

委員⾧
お客さんが知らない人も多いのでは？
村としてもっとプロモーションして、インセンティブを高められるようにした方が良い。

委員G
・国も巻き込んで、インバウンド誘客も行ってはどうか？
・GreenFinsは積極的に進めていったほうがよい。

事務局
国外事情では、国が主体となって導入を進めており、恩納村のように一自治体が先導しているのは珍しい。
UNEP（国連環境計画）とReef-World財団が環境省に働きかけている。
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第２回協議会 議事内容

委員M
デジタルメンバーシップ登録数はどれくらいあるのか？

事務局
恩納村内に１社、村外では数社）

委員E
ふるさと納税の返礼品ツアーとしてGreenFins認定店を優先して掲載することを今年度から実施している

委員C
村は今後どのような形で進めていくのか？

委員M
継続していくが、村だけの話ではないので県とも調整していきたい。

委員C
もっと村の方でも周知してほしい
また、メリットを示してほしい。

事務局
オンラインセミナーのなかで、以下の示唆があった。
エコツー法のルールをゼロベースでつくるのは労力が非常に大変なので、GreenFinsを活用することが実
行的である。例えば、GreenFins認定を許認可条件にするなどが考えれられる。
※九州大学 田中准教授のセミナー内容より抜粋

委員I
ダイビングタンクの横済み積載については、明らかな条例違反ですが、なにかアクションしているか？
また、裏真栄田ではタンクが道に大量に放置されている。

事務局
問題意識はあるが、個別対応は行われていない

委員A
参入障壁について、ダイビング業者の許認可制については可能か？

事務局
県警と村で話した結果、禁止事項に対する許認可は可能だが海域利用は禁止事項ではないので、営業に関
する許認可は難しい。
当該エリアに何らかの規制があった場合には、許認可が可能となるロジック
（例.エコツーリズム法で海域の禁止事項などを設定）

委員N
ボートエントリーを増やす方向性なのか？漁港からの規制は可能性はないのか？

事務局
安全や環境配慮の観点だと、陸域エントリーの問題点が大きいのでまずは施設からのエントリーを規制し
ていく方向性。ただ、エコツー法が適用されると、漁港の適正利用や許認可制についても検討される。周
辺環境も含めて一体的なルール検討が必要。
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第２回協議会 議事内容

委員G
課題解決は、全て同時並行で進める必要がある。

事務局
エコツー法は、多様な主体により包括的なルールづくりができるのでその課題にうまくフィットすると思
われる。全体構想は環境大臣に認定され、より拘束力が強い。恩納村の特定海域を特定自然観光資源に定
めることで、適正利用ルール、禁止行為、許認可制度などをつくれる。

委員⾧
利用実態のさらなる把握が必要では？

委員M
ガバナンス強化と許容量の設定の違いは？

事務局
前者は許認可制度やルールなど
後者は利用人数の許容量の設定（科学的根拠に基づく）

委員A
罰則規制の状況は？また慶良間の状況は？

事務局
罰則は個別に任意に設定することができる。
全体構想は認定されたが運用は慶良間はスタートしていない。慶良間と那覇側の事業者の合意が未調整
村が主体になって進めていたが、主体となる民間サイドの中核組織がない（観光協会、事業者団体など）

委員M
p.54 多様な関係者による議論の場の関係者を更新する必要がある

事務局
今後、更新する
マリンレジャー協会に未加入の方や、村外の事業者も議論の場に参画してもらうことも重要と考える。

委員G
村の海岸条例との関連は？

事務局
海ではなくビーチに入ることは自由にできるが、エコツー法は、村の条例の上位に位置づけられる。
また、海中（水面）も対象にすることが可能

委員G
一般客もエコツーの対象になるのか？

事務局
エコツー協議会のなかで議論していく内容になる。

委員⾧
事務局から提示された、エコツー法の適用による規制の導入を行っていく方向性で進めることに異論がな
ければ、事務局提示案を承認をする。
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（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第３回協議会_委員出席者

順不同、敬称略

★委員⾧

団体種別 所属・役職 氏名（ふりがな） 出欠

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー 国内事業部⾧ 金城修（きんじょうおさむ） ○

（一社）恩納村観光協会 事務局⾧ 名城一幸（なしろかずゆき） ○

恩納村マリンレジャー協会 会⾧ 内原靖夫（うちはらやすお） ○

（一財）沖縄マリンレジャーセーフティービューロー　事務局⾧ 前原　勉（まえはらつとむ） ○

恩納村商工会 事務局⾧ 安村祥子（やすむらしょうこ） ✕

自治会（山田区）区⾧ 比嘉茂（ひがしげる） ✕

自治会（真栄田区）区⾧ 安冨祖正也（あふそまさや） ○

自治会（塩屋）区⾧ 宮平英太（みやひらえいた） ✕

自治会（宇加地）区⾧ 饒波永善（のはえいぜん） ✕

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課⾧ 山川優（やまかわまさる） ✕

沖縄県環境部自然保護課⾧ 出井航（いでいわたる） ○

有識者 （公財）日本交通公社 おきなわサステナラボ　ラボ⾧　 中島泰（なかじまゆたか） ✕

有識者 琉球大学国際地域創造学部観光地域デザインプログラム准教授 大島順子（おおしまじゅんこ） ○

恩納村役場企画課⾧ 喜久山隆（きくやまたかし） ○

恩納村役場農林水産課　課⾧ 平安名盛常（へんなもりつね） ○

業界団体

地域団体

自治体

観光関係団体・DMO
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料１

恩納村オーバーツーリズム抑制による観光推進事業 

第 3 回恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会 

次第 

 

日時：令和 6 年 12 月 2 日（月）10：00～12：00 

            形式：オンライン会議 

                  

 

1. 開会 

2. 第２回協議会振り返り 

3. 今後の取組みについて 

4. 意見交換（助言・提言） 

5. 総括 

6. 閉会 

 

 

【配布資料】 

資料１：次第  

資料２：第２回恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会振り返り 

資料３：今後の取組みについて 

 

99



５．協議会の開催
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資料２
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３

3

第３回協議会 議題

①今後の取組みについて（事務局案）

②追加事項について
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（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

資料３
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第３回協議会_議事録（要約）

令和６年１２月２日開催日時

1. 開会
2. 第２回協議会振り返り
3. 今後の取組みについて
4. 意見交換（助言・提言）
5. 総括
6. 閉会

次第

第３回協議会 議事内容

■開会
事務局より開会のアナウンス

■議事
事務局
資料２：第２回恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会振り返りの説明

委員⾧
資料２についての質問はあるか

委員
ない

事務局
資料３：今後の取組みについて

委員⾧
資料３についての質問はあるか

委員B
真栄田岬の事業者の意見交換会ではどんな意見があったのか？

事務局
恩納村の海域利用については制限を図っていく必要はあるのではないか、という意見はあった
しかし、自分たちが排除される懸念もあり、自分たちも参加できる仕組みづくりを求める声があった。

委員B
元々地元にいたり漁業者とつながりがあったからやっているという人たちもいるので、多様な関係者が
ちゃんと参加できるようにした方が良い。真栄田岬はダイビングセンター化した方が良いのではないかと
いうことも踏まえて検討していく必要がある

委員G
露天営業禁止について
金銭の授受の禁止、駐車場の空いてるスペースに持ち出して器材を干す、⾧時間の占有行為
現地集合現地解散は現状禁止されていない
今後は抑制をかけないといけないというのが見えてきた
意見交換会や事業者さんとのやりとりでは細かい項目を決めた方が良い
事業者サイドではこれをやっていいのかどうかわからず困惑している人たちも多い
利用したい事業者が多すぎて許容量を超えている
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第３回協議会 議事内容

・ルールが決められると締め出されるのではと懸念している人も多い
・周知期間について
→露天営業禁止については半年間の周知期間を設けたので今回もそういった期間が必要だと考える
→現地集合現地解散を禁止する場合もその期間が必要

委員A
多様な関係者を巻き込むという点において、全県的な協会を入れるのも必要なのではないか？
慶良間の方では村内のみで構成され、外の事業者に伝わっていないというところもあったので
恩納村マリンレジャー協会だけでなく全県的な協会なり団体を入れる必要があるのではないか

委員G
本島内のルールを徹底するにはすべての事業者に知ってもらう必要があるので良いと思う

事務局
MBFはすべての事業者が入っているわけではない。全体への周知はOMSBの1400事業者も必要

委員A
周知するには通知だけでなく、各地域への説明会も検討した方が良いのではないか

事務局
座間味や渡嘉敷など含め、警察が入っている事例はあるか？

事務局
警察が入っている事例はない

委員G
ルールを守らない方への罰則規定があると思うが、それは警察は介入しないのか？

事務局
エコツーの場合は法律違反になるので、場合によっては警察が入って立件をしていくこともある

委員G
ハワイの事例などでは罰則が適用になったケースもあると思うので、他の事例をお調べいただきたい

委員A
環境許容量の設定は科学的なエビデンスに基づくものを出すのか？

事務局
調査をして明らかにしていく。社会的、物理的、心理的、設備的の４つの観点がある。
様々な視点があるので、村として何がベストか考えていく必要がある。

委員A
根拠が求められるのできちんと出していく必要性がある。
宿泊税の導入を検討していると思うので、そちらも踏まえて、恩納村役場内でも財源の検討をしていただ
きたい
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第３回協議会 議事内容

事務局①
推進協議会を立ち上げて何年以内で施行しないといけないという決まりはあるのか？

事務局②
概ね3年以内となっている。超えてしまったらダメというわけではなく、目安として書かれている

事務局①
推進協議会を立ち上げる前に合意形成を図る必要はあるか？

事務局②
今行っている協議会が最初の意思確認として認められる

事務局①
漁協が入っていない。漁協と話し合いの場が必要と思っている。
来年１年間通じて漁協と話し合いを行なっていくのはどうか。

委員G
海の管理は漁協がないとできないのでアプローチを続けるべき。

委員B
漁協関係は入れたほうがいいと思っている。
いろんな海人が関わっているので漁協の中で統制が取れないので入っていないと考えるが、漁協とは密に
コミュニケーションをとった方が良い。

事務局
恩納村では漁業関係者が船を出しているので関わる必要がある。環境保全を考えた時に、アンカーをかけ
るのが一番環境負荷が高い。真栄田岬はブイがあるが、利用数が増えると埋まっていたりその他の海域に
行ったりしたときに、アンカーを打つことも多い。世界の標準ではブイを使う。
ブイをスタンダードにするには漁協の協力が必須。船の運用ルールを作るのに船主の皆様として参加して
いただくことは必須。
事前の関係者への周知、理解促進を得るには漁協や船主の理解をしていただくことが必要。

委員N
ブイは個人の所有になってきたりするので、みんなで使えるようにするにはやはり漁協の協力が必須。
青の洞窟で規制がかけられると他のスポットに人が流れるのでその辺りのルール作りが必要。

委員B
恩納村全域でルールを作って行った方が良い
真栄田岬以外のところでも保全をする必要のあるエリアがある
真栄田岬のブイは海人同士でルールができているので、そういった意味でも協議会に入っていただく必要
があると考える。
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第３回協議会 議事内容

オブザーバー参加者
エコツーリズム支援事業の年度ごとの公募期間はあるのか？

事務局
エコツーリズム活性化支援事業は毎年あって、1月末～2月にかけてある

オブザーバー参加者
実施するとしたら何年度を検討できるのか？

事務局
次年度のエントリーが可能。

オブザーバー参加者
調査費用にも使えるのか？

事務局
可能

委員C
今回の資料について事業者に対しての開示はOKか？

事務局
議事録は控えたいが方向性を示す資料の開示はOK。開示することで理解が深まると考えている

委員C
NHKの番組を見ていて、顧客の満足度を上げることが大事であり、落とし所がどこなのかという意見が
あった。事業者の意識が低いことが問題だと思うので、少しずつそれが変えていけるように事業者が恩納
村の海を使っているという意識を持って、海を利用させていただいているという意識に変えていけたらい
いと思っている。協会の中で資料を開示していって、意見があれば共有していきたい。

委員G
真栄田岬の意見交換会（OMAに参加していない人）がある。そこでもどういう方向性なのか知りたいと
いう声がある。新年度の前にも方向性をお話をすることはどうか

事務局①
年度内では一度やった方が良いと考えている。資料を示して意見を聞きながら実施していく必要性がある
と思う。

事務局②
今回挙げられていないことでも、今後検討すべき事項があれば意見が欲しい

委員G
一般利用者に対してのアプローチ

事務局
一般利用者に対しても制限が必要という考えか？

委員G
そう考える。一般利用者も多いので周知する機会があったら良いと思う
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５．協議会の開催

（１）恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会

第３回協議会 議事内容

事務局
アンケートの中でも事業者から意見が上がっている
一般利用者が流されて事故になりかけているケースも多い
裏真栄田の使い方もプライベートで利用していることも多いので
一般の方も含めた利用ルールや周知も検討課題に上がる

委員⾧
モニタリングについて

事務局
オーバーツーリズムが顕著になっているところも多いので、そういった場所をモニタリングして把握して
いく必要がある。県の方でも持続可能な観光の事業が行われているのでそっちも連携できたらと考えてい
る。

委員K
サンゴ保全は担当が別になるが、国定公園の施設管理や許認可関係で窓口として関わりを持たせてもらっ
ている。連携を密にしていきたいと思っているので引き続きお願いします。

委員J
今回初めて参加した。地域で受容できないことは観光として成り立っていかないと思うので地域として伝
えたいメッセージを作って出していく必要があると考えている。

委員⾧
第2回協議会において、エコツーリズム推進法を活用した、一定の利用ルールおよび規制を図っていくこ
とが確認された。
今後、本協議会の検討結果を踏まえて、恩納村及び村議会においてしっかりと今後の施策の展開について
検討をいただきたい。

事務局
全3回の協議会を通じて、エコツーリズム推進法の導入に向けて取り組むという方向性を示していただい
た。恩納村では、エコツーリズム推進協議会を設立し、エコツーリズム全体構想の策定を進めていく。
協議会へのご協力、ありがとうございました。
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６.まとめ

（１）今後の取り組みについて

令和３年度の実証事業をもとに、恩納村におけるオーバーツーリズムの現状把握を再確
認するとともに、真栄田岬周辺活性化施設と周辺海域等の利用実態について調査を実施し
た。真栄田岬周辺活性化施設においては、年間42万以上が来訪し、駐車場の混雑や渋滞の
発生、駐車場における目的外利用（露店営為業行為など）の横行が散見される。

また、マリンレジャーを目的とした、許容量を超える観光客の来訪（及び当該海域の利
用）は、近隣住民の生活環境への悪影響、自然環境への負荷増大、水難事故の増加等が大
きな問題として顕在化していることは明らかである。

事業者や住民を対象に行ったアンケート結果においても、行政主導による明確なルール
や規制の導入を望んいることも明らかになった。

本事業で実施された「恩納村オーバーツーリズム抑制対策協議会」において、上記で確
認された様々な諸課題の解決に向けて、環境省が推進する「エコツーリズム推進法」にも
とづく「恩納村エコツーリズム全体構想」を策定し、真栄田岬周辺及び恩納村の海域の観
光利用に関する利用ルールを定めることが、全会一致で承認された。

2025年度からは、恩納村エコツリーズム推進協議会を設置し、全体構想の策定及び利
用ルールの詳細や運用方法などについて検討を進めていく。

また、地域住民、事業者、観光関係者等の多様な関係者が主体的に参画するための仕組
み作りや、本取組みの認知拡大を図っていくことが課題として示された。

サンゴの村宣言プロジェクトを推進する恩納村において、新しい「海の観光の在り方」
を確立し、持続可能な観光の実現を目指していく。
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